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唐
末
五
代
の
代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
肢
と
沙
陀

森

部

幽

E

は

じ

め

に

一

代
北
と
ソ
グ
ド
系
突
欧

二

「
六
胡
州
」
と

「六
州
胡
」

三

代
北
に
お
け
る
沙
陀
の
勢
力
伸
張
と
ソ
グ
ド
系
突
阪

(
二

沙

陀

の

東

遷

つ
乙
黄
巣
乱
時
に
お
け
る
沙
陀
の
動
向

(
三
)

代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
厭

川

つ

つ

7

こ

j

j

l

』
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lま

じ

め

沙
陀
は
唐
末
の
黄
巣
の
乱

(八
七
五
八
八
四
)
に
よ
り
中
園
が
混
乱
に
陥

っ
た
時
、
唐
朝
側
に
つ
い
て
乱
鎮
座
に
参
加
し
、

そ
れ
を
き

っ
か

け
と
し
て
勢
力
が
伸
張
し
た
。
こ
の
時
、
沙
陀
を
率

い
て
い
た
李
克
用
は
、
も
と
は
朱
邪

(朱
耶
)
姓
を
冠
す
る
沙
陀
族
で
あ

っ
た
。
十字
克
用

の
父
で
あ
る
朱
邪
赤
心
が
腕
助
の
乱

(八
六
六
|八
六
九
)
の
銀
座
に
功
績
が
あ
り
唐
朝
か
ら
李
姓
と
園
昌
の
名
を
賜

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後、

沙
陀
は
五
代
を
切
り
開
い
た
朱
全
忠
の
後
梁

(九
O
七
|
九
二
三
)
を
破
り
、
後
唐

(九
一
一一一
一
ー
ー
九
一
二
六
)
を
建
国
し
た
。
さ
ら
に
同
じ
沙
陀
か
ら

後
晋
・
後
渓

・
後
周
の
三
王
朝
が
誕
生
す
る
。
五
代
初
期
に
後
梁
が
存
績
し
て

い
た
問
も
、
沙
陀
は
唐
朝
の
正
朔
を
奉
じ
て
河
東
に
濁
立
し
た



勢
力
を
保
持
し
て
い
た
か
ら
、

五
代
史
は
事
賓
上
、
沙
陀
の
興
亡
の
歴
史
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

沙
陀
は
、
も
と
も
と
現
在
の
甘
粛
省
か
ら
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
匿
に
ま
た
が
る
地
域
に
居
住
し
て
い
た
種
族
で
、
西
突
販
の
別
部
の
虚
月
の

種
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
沙
陀
自
身
が
突
肢
と
同
系
統
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
事
賓
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
沙
陀
の
勢

力
は
そ
れ
ほ
ど
強
大
な
も
の
で
は
な
く
、
吐
蕃
に
匪
迫
さ
れ
、

唐
の
元
和
三
年
(
八
O
八
)
に
現
在
の
オ
ル
ド
ス
へ
移
住
し
、
そ
の
翌
年
に
は
、

さ
ら
に
山
西
省
北
部
の
大
同
盆
地
へ
移
住
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
遊
牧
系
の
種
族
が
、

黄
巣
の
乱
を
き

っ
か
け
に
突
知
と
し
て
撞
頭
し、

五
代

時
期
に
四
王
朝
を
建
国
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
勢
力
伸
張
の
要
因
や
中
国
史
上
で
演
じ
た
そ
の
大
き
な
役
割
な
ど
に

つ
い
て
は
、

い
ま
だ
十
分
に
論
じ
っ
く
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

本
稿
は
、
後
唐
を
建
国
す
る
に
い
た
っ
た
沙
陀
の
勢
力
伸
張
の
要
因
を
、
唐
後
半
期
に
華
北
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
と
の

関
係
を
通
じ
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
グ
ド
系
突
阪
と
は
、
本
論
に
お
い
て
説
明
す
る
が
、
も
と
も
と
東
突
阪
に
従
属
し
、
文
化
的
あ
る
い

- 61一

は
血
縁
的
に
突
肢
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ソ
グ
ド
人
を
指
す
も
の
と
す
る
。
ソ
グ
ド
人
は
、
漢
文
史
料
に
お
い
て
安
や
康
と
い

っ
た
彼
ら
特
有

の
漢
字
一
字
姓

(ソ
グ
ド
姓
)
を
冠
し
て
現
れ
る
。
さ
ら
に
漢
文
史
料
中
で
は
ソ
グ
ド
姓
同
士
で
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
者
が
多
数
確
認
で

(
2
)
 

き
、
中
園
移
住
後
の
ソ
グ
ド
人
た
ち
が
互
い
に
婚
姻
関
係
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
賓
は
、
漢
文
史
料
に
見
え

る
中
園
移
住
後
の
ソ
グ
ド
人
の
多
く
が
自
ら
の
出
自
を
ソ
グ
ド
と
意
識
し
、
容
易
に
は

「漠
化
」
し
な
か

っ
た
の
で
は
と
い
う
推
測
を
抱
か
し

め
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
な
が
ら
騎
射
技
術
に
優
れ
、
武
人
と
し
て
活
躍
す
る
事
例
を
複
数
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ソ
グ
ド

人
は
一
般
に
は
ソ
グ
ド
商
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
唐
・
五
代
の
中
園
で
は
、

軍
人
や
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

ソ
グ
ド
人
も
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

沙
陀
勢
力
下
に
多
く
の
ソ
グ
ド
人
が
存
在
し
て
い
た
事
賓
は
、
小
野
川
一
九
四
二
や
、
そ
れ
と
は
別
個
に
考
誼
し
た
ア
E
巾
可

E
g
r
一
九

五
二
が
つ
と
に
指
摘
し
て
お
り
、
近
年
で
は
徐
庭
雲
一
一
九
九
三
、
王
義
康
一
九
九
七
の
研
究
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
そ
の
も
の
に
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つ
い
て
は
、
森
部
一
九
九
七
が
唐
代
河
朔
三
鎮
の

一
つ
、
貌
博
の
節
度
使
と
な
っ
た
何
弘
敬
の
墓
誌
銘
に
誇
注
を
ほ
ど
こ
し
、
藩
鎮
貌
博
と
ソ
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グ
ド
系
突
阪
の
関
係
を
論
じ
、
森
部

一
九
九
八
は
、
唐
代
の
河
朔
三
鎮
で
活
動
し
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
森
部
二

0
0
一
で
は
五
代
時
期
の
沙
陀
に
仕
え
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
二
人
と
そ
の
う
ち
一
人
の
夫
人
の
墓
誌
銘
の
誇
注
を
通
じ
て
、
後
唐

・
後
菅
で
の
ソ

グ
ド
系
突
販
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
新
の
ソ
グ
ド
研
究
で
あ
る
〈
白
戸印印
H
P
Z
二
O
O
二
に
お
い

て
も
、

「
2
ヨュ
5
E
H
E
R
o
-印
o
ml

門

r
g凶
の
倣
念
を
も
っ
て
安
史
の
乱
ま
で
の
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。

一
方
、
沙
陀
そ
の
も
の
の
専
論
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な

く
、
岡
崎
一
九
四
五

・
同
一
九
四
八

・
同
一
九
五

一
、
ペ
吉
∞

一
九
四
七
、
傍
集
成

一
九
六
五
、
室
永

一
九
七

一
a
・
同

一
九
七
一

b
・
同
一

九
七
四
・
同
一
九
七
五
、
徐
庭
雲
一
九
八
七
、
王
義
康

一
九
九
五
、
奨
文
雄
一
九
九
七

・
同
二

0
0
0
・
同
二
O
O
二
、
察
家
警
二

O
O
て

お
よ
び
墓
誌
銘
を
利
用
し
た
沙
陀
研
究
で
あ
る
石
見
二
0
0
0、
森
部

・
石
見
二

O
O三
を
数
え
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

以
上
の
先
行
研
究
の
整
理
を
通
じ
て
、
従
来
編
纂
史
料
中
心
に
進
め
ら
れ
て
来
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
お
よ
び
沙
陀
研
究
に
封
し
、
近
年
で
は
墓

誌
銘
を
中
心
と
し
た
石
刻
史
料
を
利
用
し
た
研
究
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
本
稿
は
以
上
の
先
行
研
究
の
成
果
に
基
づ
き、

近
年
公
刊
さ
れ
、
新
た
に
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
唐
末

・
五
代
時
期
の
ソ
タ
ド
系
突
厭
お
よ
び
沙
陀
に
閲
す
る
墓
誌
銘
を
利
用
し
、
次
の
二
つ

の
問
題
駄
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
第
一
に
、
沙
陀
勢
力
下
で
活
動
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
突
廠
の
系
統
の
問
題
を
明
確
に
論
じ
る
。
第
二

に
沙
陀
勢
力
下
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
肢
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
ソ
タ
ド
系
突
阪
と
九
世
紀
後
宇
の
沙
陀
の
急
激
な
勢
力
伸
張

- 62一

が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

代
北
と
ソ
グ
ド
系
突
厭

唐
末
の
黄
巣
の
乱
前
後
に
河
東
遁

(ほ
ぽ
現
在
の
山
西
省
と

一
致
)
北
部
の
地
域

(代
北
)
を
中
心
に
ソ
グ
ド
系
突
欧
と
沙
陀
の
活
動
が
活
設

と
な
る
。
ま
ず
、
河
東
遁
北
部
の
概
況
を
簡
略
に
述
べ
て
い
き
た
い
(
図
1
参
照
)
。
唐
代
の
河
東
逼
北
部
に
は
、
雲
州
・

朔
州
・

蔚
州

・
代

州
・
嵐
州
・
析
州
な
ど
六
つ
の
州
が
置
か
れ
て
い
た
。
編
纂
史
料
に
記
さ
れ
る

「
代
北
」
は
、
こ
の
う
ち
雲
州
・

朔
州
・
蔚
州
・
代
州
を
指
す

場
合
と
、
河
東
北
部
の
恒
山
以
北
の
空
間
、
す
な
わ
ち
現
在
の
大
同
盆
地
の
み
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
本
論
で
使
用
す
る
代
北
は
、
後
者
の
意
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に練って作成。

味
で
使
う
も
の
と
す
る
。

大
同
盆
地
は
恒
山
(
唐
代
の
名
橋
は
句
注
山
、
あ

る
い
は
西
陸
一
山
一
と
洪
湊
山
に
挟
ま
れ
、
西
南
か

ら
東
北
方
向
に
贋
が
る
縦
長
の
盆
地
で
あ
る
。

恒

山
お
よ
び
洪
穣
山
か
ら
流
れ
出
た
い
く
つ
か
の
河

川
が
盆
地
の
中
央
を
流
れ
る
桑
乾
河
に
注
ぎ
込
ん

で
い
る
。
唐
代
初
期
に
都
陽
豚
(
現
在
の
朔
州
市
)

に
朔
州
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
開
元

一
八
年
(
七

O
)
に
雲
中
牒
(
現
在
の
大
岡
市
)
に
雲
州
が
置
か
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れ
た
。
こ
の
空
間
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
と

し
て
見
な
す
こ
と
は
、
自
然
地
理
的
に
も
行
政
地

理
上
も
可
能
で
あ
る
。

一
方
、
恒
山
を
は
さ
ん
で
南
側
に
は
代
州
(
治

所
は
雁
門
豚
。
現
在
の
代
際
)
が
あ
り
、
こ
こ
に
は

て五
い重
た・
。東

そ冶
の
後雁

門

大 企
同二

軍?Z
天想

主;
実 置
賓 か
一 れ

二
載
設
置
)
、
代
北
軍

(
永
泰
元
年
設
置
)
の
三
つ

の
箪
鎮
が
配
置
さ
れ
た
。
代
州
は
雁
門
闘
を
経
て

雲
州
・
朔
州
に
通
じ
る
交
通
の
要
所
で
あ
る
と
同
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時
に
、
中
園
北
方
の
遊
牧
世
界
と
の
接
黙
に
あ
た
る
要
衝
で
あ

っ
た
。
代
州
に
折
衝
府
や
軍
鎮
が
置
か
れ
て
い
た
事
賓
か
ら
、
唐
朝
が
北
方
の

防
衛
線
上
の
軍
事
擦
貼
と
し
て
代
州
を
重
要
視
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

代
州
の
東
に
は
蔚
州
が
置
か
れ
て
い
た
。
蔚
州
の
富
初
の
治
所
は
霊
丘
鯨

(現
在
の
山
西
省
霊
丘
市
)
で
、
後
に
興
唐
懸

(現
在
の
河
北
省
蔚

際
)
に
移
さ
れ
て
い
る
。
蔚
州
の
州
域
に
は
有
名
な
飛
狐
這
が
通
っ
て
い
た
。
飛
狐
遁
は
北
ア
ジ
ア

(モ
ン
ゴ
ル
)
と
河
北
を
直
接
結
ぶ
ル
ー

ト
で
あ
り
、
唐
代
に
も
突
販
が
こ
の
ル

1
ト
を
通

っ
て
河
北
の
地
に
進
入
し
て
い
る
。

代
州
の
西
側
に
嵐
州

(治
所
は
宜
芳
豚

・
現
在
の
嵐
城
鋲
)
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
代
州
と
は
日
梁
山
を
隔
て
て
お
り
、

自
然
地
理
上
か
ら
も
、

交
通
の
上
か
ら
も
遮
断
さ
れ
て
い
る
。

唐
末
に
代
北
を
擦
黙
と
し
て
勢
力
を
伸
張
し
た
沙
陀
の
中
に
は
、

(
5
)
 

ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
武
人
が
多
数
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
沙
陀
に
従
属
し
た

ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
武
人
に
つ
い
て
、
編
纂
史
料
に
見
え
る
も
の
に
新
出
の
石
刻
史
料
を
加
え
て
新
た
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。
こ
の

表
か
ら
、

ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
武
人
は
、
代
北
の
雲
州

(
安
重
覇
ほ
か
三
名
)
、
朔
州

(安
元
信
ほ
か
二
名
)
、
「
雲一

・
朔
之
間
」
(何
懐
一崎
ほ
か

Z
S、
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態
州

(
安
重
誇
)
を
本
貫
と
す
る
者
と
、
恒
山
以
南
の
蔚
州

(康
君
立
ほ
か

一
名
)、
代
州

(李
存
敬
H
安
敬
思
ほ
か
五
名
。
「
代
郡
」
「
腐
門
」
は
代
州

に
含
む
)
、
太
原

(史
敬
鋳
ほ
か
四
名
)、
泌
州

(
安
崇
院
)
を
本
貫
と
す
る
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
他
に
「
振
武
索
葛
部
」、

「
沙
陥
部
」
、

「寒一
北
部
落
」
、
「
代
北
三
部
落
」
、
「
沙
陀
三
部
落
」
と

い
っ
た
部
族
名
を
本
貫
と
す
る
者
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

「部
落
」
の
具

健
的
な
地
貼
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
は
少
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
句
注
山
以
北
の
大
同
盆
地
に
散
在
し
て
い
た

(後
述
)。

沙
陀
に
従
属
し
て
い
た
ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
者
た
ち
の
多
く
が
、
代
北
や
句
注
山
以
南
の
河
東
北
部
を
本
貫
と
稽
し
て
い
た
の
は
、
も
と
も
と

こ
の
地
に
ソ
グ
ド
系
の
人
々
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
で
は
、
こ
の
代
北
に
ソ
グ
ド
姓
を
持
つ
者
が
い
つ
頃
、
移
住
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
記
録
が
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
、
徳
宗
貞
元
二
年
一
二
月
丙
寅
僚
で
あ
り
、

そ
こ
に
は

又
た
〔
河
東
節
度
使
〕
馬
燈
に
命
じ
河
東
軍
を
以
い
吐
蕃
を
撃
た
し
む
。
盤
、
石
州
に
至
る
や
、
河
曲
六
胡
州
皆
降
り
、

畳一で

朔
の
聞
に

遷
す
。



表 1 i少陀勢力下におけるソグド系武人

姓名 本 貫 初任先 履歴 備 考

太租(李克用)が代北で捕虜とし，義兄となる。紀綱に隷し，帳中に給

1 1李存孝(安| 代州飛狐 |李克用 |事す。沿州刺史・分I1州刺史を経て耳s州留後となる。李克用にそむき，

敬恩) 景瓶二年虚jflJされる。

段文 楚→|乾符中，雲州牙校となり.防禦使段文楚に仕え;る。 ……後に李克用を l

蔚州輿唐 I~~: ~ l :';;~- ;~::::~!"c';; :t ，': ~ WJ::;;~:~~- l-l--=t~~r，;)A: t~':1.~~-+Yûft1.~ I代々塗豪であった。
李克用 |擁立し大同軍防禦留後とす。景福二年九月，毒を賜 り死す。 1

2 1 康君立

出典

奮五53
新五36

奮五55

... I rh~l..tIl I !T.II;RR I.........":i::-Irl I代州の牙校。武皇が腐門を節制するや，九府都督となる。後に太原を 1 1 
3 1 史敬恩 | 腐門 |李克用 I ;;:'~ ......: . I......~... ，:"~:: ':" ).:_~o;;.~'::::'J:_;:.".' ':b~" '1 'J ~ I' a '-"<#0 .....0 I~'-""，'m c.. I I奮五55

1 ~ 1 ~"^'-' 1 .~ ， ， I~/u"， 1銀するや，袴終となる。中和四年六月戟死。 1

1 ， 1 .n'~_ 1 ""RR I .，.，_~= 1字は図資。史敬恩の息子。父の癒をもって若くして箪門に仕える 光Ir~"-:tr.l<<l<A<*.; .1"，7 I ~ I奮五55
川史建 稽 | 腐門 |李克用 1 ~: 1:.eII :~~:^~'::'~' J 0 ........v-'trn c.. U -_; ... -c '¥ '--' .... -"F-I n-1...1.. -̂'....0 .ILi I部落精騎を督Jす。 I

l つ I '_1 J j-'-.Jl..olll 化中， B百億軍を典す。 11 1-i 1~'ll 'l n""~J c.. O J ' 0 新五25

1 ， 1 ch=，，^ 1 m;". I_，:，.;n， 1字は元舗。史建稽の息子。九府都督を世襲し代州 ・遼州悶l使を廃任。|妻の魯図長公主，後菅高組閣五88
5 1 史匡翰| 腐門 |荘東?) I ~:::-~':::-: O ~~::V"'::~~.I_ I :~'~;:'; /:~~~""" '...."1 ~/ ll ttI.JIA.c..'.il:. IJ.._ o l:-~;-e ~ J..'-'-'-'-' 1~ I=I I"'J II!ll 1 

a つ 1 .. ~ " 1 "U"， .; 1向光初め，嵐、憲、朔等州者時刻聖となる。 1の妹。 1新五25

i|  史際 | 代郡 |荘宗 |字は繕美。父は史建務。父の戟死後. B!l徳軍使を奔し荘宗に仕える。1 奮五124

7| 史敬鈴 | 太原 |李克用 |李克用に仕え，帳中綱紀となる。 I I萄五55

，..， I ... '-A... 7'.._ I I.l>-.JII l 1.........-::1::0-[D  I若くして襲来騎射に熟練す。李克用の時.騎終となる 荘宇が瀦州I，..c.. ~ ... Ub ~_ '̂ I奮五61
8 1安金全| 代北人 |李克用 1:' -，，~.'" '-~~'_:=::: ' .;;:::::: : :. .~，:nU;_;_J_;_ " :'J. ..，~I ，..' '--~ ...， 0 71.L...，'" UO~ '" I代々透持たり。 1

ιu 1 ~== 1 ，'"u" I~/U'" 1を救い，また河朔を平定するのに戦功あり。 l'"， . ~ ).4./I'J ，_ -; 0 I新五25

|川安審通 | 代北人 |荘宗 |安金金のおい。若くして荘宗に仕え.戦功を立て 先鋒指偉使となる。1 1奮五61

I I 1~" ... l=:Jq rf4 J..Il..-Mr ，...A& m 1_ 1...，.. If*R...L.，-8" 1，'..--. ，.;_ ""*"'" / I ___ 7H-~ . _ I_LI祖父は安山雄，朔州牢械都l
‘n 1 ，.，_""'"'* 1 0，'.，，-，，， 1_，:，. 1 字は図瑞。 性格は賎果にして，騎射に長じていた。 若くして荘宗に仕 I::: __ ::::~~'~ :rtJ ~::::-= 1 
101 安審湾 | 沙他部 |荘ホ I ~_:=::~=i= It:C ::~~~~';;:r.~J::/ ~'- ~'<，. ¥..0' '-"  ''-0 -C '¥ v ... 7U.IJ"-I...L.I校。父は安金金，振武軍節|茜五123
.~ 1 ~~-"' ，/O ~"" I"~'" 1 え義直軍使となり，本軍指梅使に遜る。 I .::;~....，. ~'''''!>'...I.IL.:z:.. .IU\. ~"""F'"t:::I' 1 

I'~'-=~ '-- -" ，~，~，~ ，_.-__ o 1度使。 1

字は明遠。安審埼の兄。長直軍使から起家し，外街左廟箪使に鱒じる。1 1 
ト一一 一.+..

111安審臨 沙随部 jlf宗 荘宗に従い幽、前を平定。山東に戦い i可南を平定するのに，ともに 1笛五123

功績あり 。 1 1 ←→..............1.......一一一 .........1一一一十 守 ..........ーー 一一 1-.. ーー ↓ 

1 1字は行光。安審埼の従父兄。安審通の弟。世父の安金全が，天成初め|父は安金祐，代々沙胞部偏|

121 安審信 沙施都 |石敬稽 |に振武節度使となるや，牙将となった。兄の安審過がi倉州節度使とな|稗で，名は漫塞に聞こえて|奮五123

るや，街内都虞候となり，問、隊、許三州馬歩箪都指揮使を歴任。 1いた。

13 1 安元信 代北人 |李克用 |字は子言。騎射に熟練し，若くして李克用に仕える。清泰三年二月， I父は降野箪使の安順琳。 I嘗五61
4自在で卒。 1

百 八 I '~.hr.l . I**m 代北より 明宗(李嗣j原)と倶に李克用に仕える。後，後梁 ・罰に亡命。1

141安重覇 | 雲州人 |李克用 | 1 .， 1 ~=~ 1 ="'" I~/U'" 明宗の時，再び締順。

遣 い引 蚕孟迄| φ 雲州.人 "'1荘宗 ー ー|安重一羽ーの語。元ーはげ己慈志社:主主仕える。一准南へ亡命。

醤五61

新五46

奮五61

ばて〉
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申
由
也 16 安重誌

北部変長
明宗 明宗青E潜の時より左右に給事し.Jfll州をS躍するに及び，中門使となる。父の安踊;!ilは河東絡。

NIi:66 
@¥ナ11 新五24

17 康義誠 代北三部落人 李克用
字は信臣。若くして騎射をもって武皇に仕える。荘宗に従い殺博に入 笛五66
f).突騎使となり，累湿して本軍部指;軍使となる。 新五27

18 康恩立
陰山諸部→菅陽

李克用
性は純厚，善く勝士を撫す。 若 くして騎射を よくし， 武皇に仕えて爪 T里i1L70

人 牙となり .I可東親騎軍使となる。清泰三年，卒。63歳。 ffr527 

19 康延孝 ?l&北部落人 初め太原に隷腐 していたが.it梁に亡命。同光元年八月，荘宗に蹄順。
Ei五74
軒下-/:J.44

20 石紹m (西爽) 李克用
番手:は泉換(新五は泉換富島とす)。騎射を普くし.経j主大略あり，後唐

本は酋夷の出(新五)
;句五i5

武皇及び荘宗に仕える。平、洛二州刺史を歴任。夫人は何氏。 新五8

四代組石王監，府iC和中に沙

陀箪都督朱耶氏と簸武よ り

入附す。河東陰山府禅校と

21 石敬稽 太原人 荘宗 石紹薙の第二子。景福元年二月二十八日，太原で生まれる。後育高組。
なか 朔州刺史に至る。夫 信五75

人は秦氏。三代組石榔は， 新五8
早夜。夫人は安氏。皇組石

翌，振武防禦{吏に任 じられ

る。夫人は米氏。皇考は石

紹m。

22 石敬儒 太原ワ 荘宗 後菅少帝の父。妻は安氏。後唐荘宗の騎持。 r&;五81

23 安崇院 瀦州上黛人 字は晋臣。騎射を普くす。
父は安文祐，牙門将。唐末，

r&;五90
昭義軍に属す武人。

24 安元信 朔州馬邑人 荘宗
若くして騎射を普 くす。後唐荘宗が菅王の時に仕える。ついで明宗の

r&;五90
!!l下に隷属し，明宗の自日立するや， 榛聖軍使となる。

弓馬に熟練し，若 くして後唐武皇に仕え， 軍職を歴任し，承天軍都監 代々蔚州箪校。祖父の康嗣
r&;五91

25 康稿 蔚州人 李克用 に充てらる。荘宗即位するや，馬坊使に任じられる。また. 蕃語に習 は，蕃漢書1I知兵馬使。父の
新五46

熟す。天稲七年， 58歳で卒。 康公政は，平塞箪使に至る。

26 安彦威 代什|陣勝人 明宗
字は園俊。若くして軍卒として唐明宗の底下に隷属。普く 射 し 頗る 奮五91

兵法を知り ，明宗これを愛す。 新五47

27 何懐橘
代々雲、朔の問

李克用 後唐武皇に仕え小校となる。 先祖は週傍人。 奮五94
に居住。

何建
代々雲、朔の閉

石敬稽
父は何懐稿。若 くして石敬糖の帳下に仕え，厩を掌ることを役職とし

先副は迎鶴人。 r&;五94
に居住。 た。後菅高級が自IJ位するにおよび，禁軍を典した。

ぇo
<D 



替カがあり，騎射に長ず。後唐長輿年間，振武道巡漫指t軍使となる。 祖父の安従義は，利州刺史。
奮五98

29 安重条 朔州人 石敬璃 後菅高組の時，代北より召される。その時.j!士を募り千騎を得て赴 父の安全は，勝什|刺史 ・振
新五51

いた。 武蕃i莫馬歩箪都指f軍使。

荘宗に従い，護駕馬軍都指揮使となり，貴州刺史を領す。明宗の時，
組父 ・父ともに唐に仕え騎 醤五98

30 安従進 振武索葛部人 荘宗 保義・彰武軍節度使となる。後菅高祖の即位するや，問中書門下平章

事を加えられる。
持であった。 新五51

31 安懐盛 沙施ニ部落之種 李克用 震勇をもって間ゆ。 安叔干の父 奮五123

32 安叔千 1少施三部落之種 荘宗 務射に通暁し，荘宗に従ってi可南を卒定し， 奉安部将となる。
奮五123

新五48

字は善長。若くして従軍 し，援勇をも って問える。唐同光の末，荘宗が包

33 何踊進 太原人 荘宗 図された時，省時宿衛箪校だった何桶進は，死力を牽くして切り抜け，後 父は何紳剣。 嘗五124
に明宗はこれを知って嘉之し捧聖軍校に抜擢し，慈州刺史に特出した。

34 史彦超 雲州人 劉知遠(?)
性格は襲被で，臓寄託あ り。 (後漢)龍捷都指t軍使に至る。(後周)太組 奮五124

が即位するや，虎捷都指f軍使に遜る。 新五33

曾祖父~章は徳昇，銀青光
様大夫 ・検校太子賓客 ・故

字は貧山。昔，武皇に従い黄袋を破って紫塞を定む。索葛府刺史，馬
銀武馬箪指f軍使 ・索3喜府刺

箪左第二箪使に遜り，昭義軍左誹笑馬軍指揮使に遜り，塞寧箪使に遜
史。祖父 j章は重!自L銀背

35 安蔦金 (索葛) 李克用 り，右先鋒指揮{吏に遜 り，昭義軍街隊指t軍使に遷り，昭義軍在城及び
光線大夫・検校工部向書・

註(1)

守禦左右廟都指揮使に遜る。後に明宗，殿什l刺史を除受す。員州刺史
静塞軍管内都瀞突使 ・索葛

を除受せらる。清泰二年.均州刺史を除受せらる。
府刺史。父 r;章は進遇，銀

青光織大夫 ・検校術書右僕

射 ・守感州別駕 ・索葛府刺

史。夫人は曹氏。

36 何君政 大同人 公，部落(鶏回府部落)を主領す。量豊田府部落長史。 註(2)

朔州紳武川上方
若くして騎射に長じる。始め李克用に， 後に後唐荘宗に仕え，戟功を

37 石金俊
城人

李克用 もって銀青光職大夫 ・検校尚書左僕射・粂御史大夫 ・上柱圏，北京飛 註(3)
勝五軍都指t軍使に充てられる。

ト
由
由

略記:奮五=n富五代史j;新五=r新五代史j

註 (1) I晋故均州刺史光椋大夫検校司徒紺卸史大夫上柱図開図男食邑三百戸安府君墓誌Jr洛陽出土歴代墓誌、輯縄1.中園祉曾科拳出版社.1991年.p.724. 

(2) I大菅故鎗田府部落長史何公墓誌銘井序Jr陪唐五代墓誌匪編jI山西巻J.天津古籍出版社.1991年. p.182. 

(3) I大周故北京飛勝五軍者目指爆使銀背光~"~大夫検校司空粂御史大夫上柱図賂左接待i終箪石公(金俊)委河南軍太夫人元氏墓誌銘井序J r千唐誌言語裁
誌J.文物出版社.1984. p.1235 
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668 

と
記
載
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
{一ホ
の
貞
元
二
年

(七
八
六
)、
河
東
節
度
使
馬
瞳
が
石
州

(山
西
省
離
石
)
に
お
い
て
「
河
曲
六
胡
州
」
を
降

伏
さ
せ
た
後
に
、

「雲
・
朔
の
問
」
、
す
な
わ
ち
大
同
盆
地
に
「
河
曲
六
胡
州
」
を
移
住
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

「河
曲
六
胡
州
」
こ
そ
が
、

後
に

沙
陀
に
従
属
す
る
ソ
グ
ド
系
武
人
の
淵
源
で
あ
る
の
だ
が
、
次
に
節
を
壁
え
て
「
河
曲
六
胡
州
」
に
つ
い
て
述
べ
て

い
こ
う
。

「
六
胡
州
」
と
「
六
州
胡
」

「
河
曲
六
胡
州
」

の
沿
革
に
つ
い
て
は
す
で
に
小
野
川

一
九
四
二
が
詳
細
に
述
べ
て
お
り
、

ま
た
小
野
川
以
降
に
瑳
見
さ
れ
た
史
料
に
基
づ

い
て
張
蹟
達
一
九
八
六
も
そ
の
沿
革
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
小
野
川
氏
や
張
庚
達
氏
の
成
果
、
お
よ
び
そ
の
後
、
特
に
中
園
大

陸
の
研
究
者
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
六
胡
州
お
よ
び
六
州
胡
に
閲
す
る
研
究
に
擦
り
つ
つ
、
そ
の
後
に
得
ら
れ
た
考
古
撃
的
接
見
な
ど
の

新
知
見
を
加
え
な
が
ら
、
現
段
階
で
可
能
な
限
り
の
六
胡
州
と
そ
こ
の
佐
人
で
あ
る
六
州
胡
に
つ
い
て
の
べ
て
い
く
。

六
胡
州
の
沿
革
は、

『元
和
郡
豚
園
志
』
巻
四
、
関
内
道
、
新
宥
州
燥
、

『奮
唐
書
』
巻
三
八
、
地
理
志
、
宥
州
係
、
『新
唐
書
』
巻
三
七
、

地
理
志
、
宥
州
僚
な
ど
に
記
載
が
あ
る
。
『
元
和
郡
係
国
志
』
巻
四
、

関
内
遁
、
新
宥
州
僚
に
は
、
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初
め
、
調
露
元
年

(六
七
九
)
霊
州
南
界
に
魯
・
麗
・

含

・
塞

・
依
・

契
等
六
州
を
置
き
、
以
て
突
欧
降
戸
を
庭
ら
し
む
。
時
人
之
を
六

胡
州
と
謂
う
。

と
あ
る
。
『
新
唐
書
』
巻
三
七
、

地
理
志
、
宥
州
僚
に
は
、

調
露
元
年
、
霊

・
夏
の
南
境
に
降
突
肢
を
以
て
魯
州
・

麗
州
・
含
州

・
塞
州

・
依
州

・
契
州
を
置
き
、
唐
人
を
以
て
刺
史
と
篤
す
。
之
を

六
胡
州
と
謂
、
っ
。

と
あ

っ
て
、
六
胡
州
の
設
置
場
所
は
霊
州

・
夏
州
の
南
境
で
あ
り
、
ま
た
六
胡
州
の
刺
史
が
唐
人
で
あ

っ
た
と
い
う
。

六
胡
州
の
具
種
的
な
位
置
に
つ
い
て
、
編
纂
史
料
か
ら
は
以
上
の
漠
然
と
し
た
情
報
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

一
九
八
五
年
、
寧
夏
回
族

自
治
直
盟
池
牒
西
北
四
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
動
に
あ
る
蘇
歩
井
郷
で
六
座
の
唐
墓
が
琵
掘
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
六
胡
州
の
具
種
的
な
位
置



が
推
測
可
能
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
唐
墓
群
の
一
つ
か
ら
誌
題
に
「
大
周
口
口
口
都
尉
何
府
君
墓
誌
銘
井
序
」
と
記
さ
れ
た
墓
誌
銘

が
護
見
さ
れ
、
そ
の
誌
文
に
、

〔
何
〕
君
口
口
口
口
口
口
大
夏
の
月
氏
の
生
な
り
。
:
:
:
租
の
乙
未
、
唐
の
上
柱
固
た
り
。
:
:
:
父
の
盤
池
は
口
口
都
尉
た
り
。
:
:
:
卑

に
久
鵡
元
年
九
月
七
日
を
以
て
、

魯
州
如
魯
牒
口
口
里
の
私
第
に
終
る
。
君
、
春
秋
八
十
有
五
。
其
の
月
廿
八
日
を
以
て
口
城
東
の
石
窟

に
遷
窒
す
。

記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
何
府
君

(名
は
不
詳
)
の
何
姓
は
ク
シ
ャ
1
ニ
ヤ
出
身
の
ソ
グ
ド
人
が
中
園
で
稽
し
た
姓
で
あ
り
、
ま
た
、
同

時
に
護
掘
さ
れ
た
別
の
墓
の
石
門
に
は
胡
旋
舞
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
六
座
の
唐
墓
群
は
ソ
グ
ド
系
住
民
す
な
わ
ち

「六
州

胡
」
を
埋
葬
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
さ
て
、
何
府
君
墓
誌
銘
に
は
、
彼
の
被
葬
地
が
六
胡
州
の
一

つ、

魯
州
の
東
郊
外
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
墓
誌
銘
の
記
載
か
ら
こ
の
墓
の
護
見
地
の
寧
夏
回
族
自
治
直
盟
池
懸
蘇
歩
井
郷
が
、

唐
代
六
胡
州
の

一
つ
で
あ
る
魯

(
8
)
 

州
の
東
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
魯
州
は
唐
代
の
霊
州
と
盟
州
の
境
界
、

現
在
の
寧
夏
回
族
自
治
E

盟
池
豚
と
霊
武
豚
と
の
境
界
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
他
の
五
州
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
兵
糧
的
位
置
は
不
明
で
は
あ
る

- 69一

が
、
現
在
の
オ
ル
ド
ス
南
部
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。

「
六
胡
州
」
の
住
民
は
「
六
州
胡
」

と
稽
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
賓
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
六
胡
州
の

住
民
に
つ
い
て
、
「
元
和
郡
懸
園
志
』
や
『
新
唐
書
』
「
地
理
志
」
は

「
突
厭
降
戸
」
「
降
突
蕨
」
、
す
な
わ
ち
東
突
厭
第
一
カ
ガ
ン
園
が
瓦
解
し

た
後
、
唐
朝
へ
内
徒
し
た
突
肢
の
民
を
置
い
た
も
の
と
記
す
。
し
か
し
、
「
六
州
胡
」
の

「胡
」
字
は
、

唐
代
で
は
西
域
か
ら
や

っ
て
き
た
人
、

特
に
イ
ラ
ン
系
の
人
々
を
指
す
の
に
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
突
肢
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
前
速
の
ご
と
く
六
胡
州
の
一つ
、
魯
州

の
住
民
は
何
と
い
う
ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
て
お
り
、
ま
た
、
開
元
九
年

(七
こ
こ
に
オ
ル
ド
ス
の
蘭
池
州
で
勃
費
し
た
反
乱
に
参
加
し
た
者
た

ち
は
、

ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
て
い
た
。

『奮
唐
書
」
巻
八
、
玄
宗
本
紀
、
開
元
九
年
四
月
庚
寅
僚
に
、

夏
四
月
庚
{
員
、
蘭
池
州
の
叛
胡
の
顛
首
、
傷
稽
葉
護
の
康
待
{
負

・
安
慕
容
、
震
多
賀
殺
大
将
軍
の
何
黒
奴
、
傷
将
軍
の
石
紳
奴
・
康
銭
頭

669 
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等
、
長
泉
燃
に
擦
り
、
六
胡
州
を
攻
陥
す
。

と
記
さ
れ
、
康
・
安

・
何
・

石
な
ど
の
ソ
グ
ド
姓
が
確
認
で
き
る
。
調
露
元
年

(
六
七
九
)
に
置
か
れ
た
六
胡
州
は
後
に
統
廃
合
さ
れ
て
い
き
、

紳
龍
三
年
(
七
O
七
)
に
蘭
池
都
督
府
が
復
置
さ
れ
て
い
る
。
康
待
賓
が
反
乱
を
起
こ
し
た
蘭
池
州
は
、
こ
の
蘭
池
都
督
府
を
指
す
か
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
名
栴
と
考
え
ら
れ
、
調
露
元
年
設
置
の
六
胡
州
の
流
れ
を
く
む
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
康
待
賓
以
下、

ソ
グ
ド

姓
を
冠
し
て
い
る
者
た
ち
は
、
六
胡
州
の
住
民
と
み
な
せ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

六
胡
州
の
住
民
で
あ
る
六
州
胡
は
、
突
阪
で
は
な
く
、
ソ
グ
ド

(

9

)

(

ω
)
 

人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
突
欧
碑
文
に
も
六
州
胡
を
〆
宮

内
巴
σ
ω
o
三
2
3、
す
な
わ
ち
「
六
州
の
ソ
グ
ド
人
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
東

突
厭
第
二
カ
ガ
ン
園
の
人
々
は
、
六
州
胡
を
ソ
グ
ド
人
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今、

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
別
の
具
躍
的
史
料
に
よ
っ
て
補

っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
六
胡
州
の
刺
史
に
は
「
唐
人
」
が
任
命
さ
れ
て
い
た
と

「
新
唐
書
」

「
地
理
志
」
は
傍
え
る
が
、

賓
際
に
は
ソ
グ
ド
系
の
者
も
い
た
。
李
至
遠

「唐
維
州
刺
史
安
侯

(附
図
)
一
柳
遁
碑
」

(『文
苑
英
華
』

〔
安
〕
侯
の
誇
は
附
園
、
其
の
先
は
安
息
よ
り
出
で
、
園
を
以
て
姓
と
篤
す
。
有
陪
の
中
原
を
失
叙
す
る
や
、

何
も
無
く
突
厭
時
に
乗
じ
、
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巻
九
二
O
)
に、

沙
漠
に
籍
雄
た
り
。
侯
の
祖
の
烏
喚
、
額
利
吐
穫
の
番
中
と
篤
り
、
官
品
は
裕
し
て
第
二
矯
り
。
:
:
:
父
は
拙
汗
・
:
:
貞
観
の
初
め
、
部

す
る
所
の
五
千
診
を
率
い
入
朝
す
。
詔
し
て
維
州
に
置
き、

即
ち
脳
汗
を
以
て
刺
史
と
翁
し
、

左
武
衡
将
軍
を
奔
し
、
累
ね
て
左
衛
右
監

門
街
二
大
将
軍
を
授
か
り
、
{
疋
裏
郡
公
に
封
ぜ
ら
る
。
:
:
:
〔
安
侯
〕
も
亦、

貞
観
四
年
、
父
と
倶
に
関
下
に
詣
る
。
:
:
:
調
露
二
年
二

月
十
八
日
を
以
て
、
寝
疾
し
紳
都
に
終
る
。
春
秋
八
十
有
三。

::・

次
子
、
魯
州
刺
史
の
恩
恭
た
り
。

と
見
え
、
こ
の
墓
碑
の
記
載
か
ら
以
下
の
事
賓
が
明
ら
か
と
な
る
。
第
一
に
、
安
附
園
は
「
安
息
」
出
身
の
後
喬
で
あ
る
と
稀
し
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
安
息
を
本
貫
と
す
る
こ
と
は
唐
代
に
中
園
へ
移
住
し
て
き
た
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
ブ
ハ
ラ
(
安
図
)
出
身
の
ソ
グ
ド
人
が
し
ば
し
ば
俵

(
日
)

託
し
た
も
の
で
あ
り
、
賓
際
に
は
ブ
ハ
ラ
出
身
の
ソ
グ
ド
人
の
後
育
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、

安
附
園
の
祖
父
の
烏
喚
は
東
突
蕨
第

一
カ
ガ

ン
固
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
父
の
安
拙
汗
の
時
に
安
附
固
と
と
も
に
唐
へ
入
朝
し
、
そ
の
後
、
安
附
園
は
四
川
の
維
州
刺
史
の
職
に



あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
四
に
安
附
園
の
息
子
の
安
思
恭
が
魯
州
刺
史
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
安
思
恭
が
魯
州
刺
史
で
あ
っ
た
時
期
は
、
{
女

附
園
が
卒
し
た
調
露
二
年
(
六
八
O
)
前
後
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
六
胡
州
の
設
置
直
後
に
ソ
グ
ド
系
の
刺
史
が
存
在
し
た
こ
と
と
な
る。

ま
た
、

一
九
八
一
年
に
河
南
省
洛
陽
南
郊
の
龍
門
石
窟
の
東
側
で
琵
掘
さ
れ
た
「
唐
故
陸
胡
州
大
首
長
安
君
墓
誌
」
(
洛
陽
市
文
物
工
作
隊

『洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
輯
縄
』、
中
園
枇
曾
科
撃
出
版
社
、

一
九
九
て
四
四
四
頁
)
に
、

〔
安
〕
君
の
誌
は
菩
、
字
は
薩
、
其
の
先
は
安
園
の
大
首
長
な
り
。
旬
奴
を
破
り
、
街
帳
百
姓
も
て
中
園
に
婦
す
。
首
長
は
京
の
官
品
の

五
品
に
同
じ
、
定
遠
将
軍
に
封
ぜ
ら
れ
、
首
長
は
放
の
如
し
。
曾
租
の
誇
は
鉢
達
干
。
租
の
誇
は
系
利
。
:
:
:
夫
人
何
氏
、

其
の
先
は
何

大
将
軍
の
長
女
た
り
、
金
山
郡
太
夫
人
に
封
ぜ
ら
る
。

と
記
さ
れ
る
。
誌
題
か
ら
墓
主
の
安
菩
が
六
胡
州
大
首
長
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
誌
文
か
ら
安
菩
が
「
安
園
」
す
な
わ
ち
ブ
ハ
ラ
出
身
の
ソ

グ
ド
系
で
あ
る
こ
と
、
夫
人
が
何
氏
と
い
う
ク
シ
ャ

l
ニ
ヤ
出
身
の
ソ
グ
ド
系
の
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
{
女
菩
が
六
胡
州
の
刺
史
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で
あ
っ
た
事
賓
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
六
胡
州
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
誌
文
中
の
「
旬
奴
」
は
、

秦
漢
時

代
の
旬
奴
で
は
な
く
、
唐
代
の
北
ア
ジ
ア
に
い
た
遊
牧
系
民
族
を
指
す
語
句
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
唐
代
の
東
突
肢
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
「
旬

奴
を
破
り
、
街
帳
百
姓
も
て
中
園
に
蹄
す
。
」
と
は
、
東
突
販
が
唐
・
太
宗
に
蹄
順
し
て
き
た
事
責
を
記
し
た
部
分
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。

と
す
れ
ば
、
安
菩
に
率
い
ら
れ
て
唐
へ
内
徒
し
て
き
た

「街
帳
百
姓
」
と
は
、
も
と
は
東
突
肢
に
従
属
し
て
い
た
安
姓
を
中
心
と
す
る
ソ
グ
ド

系
集
圏
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
六
胡
州
の
構
成
員
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
胡
州
の
一
般
の
個
々
の
住
民
が
ソ
グ
ド
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
具
韓
的
な
根
擦
と
し
て
は
、
前
述
の
「
大
周
口
口
口
都
尉
何
府
君

墓
誌
銘
井
序
」
か
ら
、
魯
州
住
民
に
何
姓
の
ソ
グ
ド
姓
を
冠
す
る
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
ほ
か
、

さ
ら
に
敦
憧
文
書
「
唐
景
雲
二
年

(
日
)

張
君
義
動
告
」
に
、

含
州
の
安
神
慶
:
:
:
依
州
の
曹
飯
随
、

萱
人
、
魯
州
の
康
口
、
査
人

671 

と
見
え
、
六
胡
州
の
う
ち
含
州
、
依
州
、
魯
州
に
そ
れ
ぞ
れ
安
姓
、
曹
姓
、
康
姓
の
ソ
グ
ド
系
住
民
が
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
六
胡
州
の
刺
史
や
首
長
が
ソ
グ
ド
系
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
六
胡
州
の
住
民
に
も
ソ
グ
ド
系
の
人
々
が
庚
汎
に
存

在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

で
は、

六
胡
州
に
居
住
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
の
人
々
は
、

ど
の
よ
う
な
生
業
に
つ
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
勲
、
史
料
上
の
制
約
も

あ
り
、
賓
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

『所
府
元
亀
』
巻
九
九
九
、
外
臣
部
に
、

玄
宗
の
開
元
二
年
(
七

一
四
)
九
月
、
太
常
少
卿
の
萎
晦
、
上
封
し
て
請
う
ら
く
、
空
名
の
告
身
を
以
て
六
胡
州
に
お
い
て
馬
を
市
わ
し

め
ん
こ
と
を
、

と

と
み
え
、
六
胡
州
で
は
馬
の
放
牧
が
行
わ
れ
て
お
り
、
六
州
胡
の
中
に
は
馬
の
放
牧
に
従
事
し
て
い
た
者
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
、
六
州
胡
た
ち
が
ソ
グ
ド
系
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
東
突
厭
カ
ガ

ン
固
に
従
属
し
て
い
た
時
期
に
突
厭
と
相
互
に
影
響
し
あ

ぃ
、
ソ
グ
ド
人
た
ち
も
遊
牧
文
化
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
傍
誼
と
な
ろ
う
。
こ
の
黙
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
史
料
を
提
示
し
て
み
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開
元
八
年

(七
二
O
)
に
オ
ル
ド
ス
で
反
乱
を
起
こ
し
た
康
待
賓
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
蘭
池
州
の
叛
胡
額
首
僑
稀
葉
護
康
待
賓」

と
稽

し
、
ま
た
康
待
賓
の
鈴
蕪
の
康
願
子
は
、

『茜
唐
書
』
単
位
九
七
、
張
説
俸
に
、

時
に
康
待
賓
の
鈴
議
、
慶
州
方
渠
の
降
胡
康
願
子
の
、
自
ら
立
ち
て
可
汗
と
矯
り
、
兵
を
奉
げ
て
反
し
、
監
牧
馬
を
掠
め
ん
こ
と
を
謀
り、

西
の
か
た
に
河
を
渉
り
出
塞
せ
ん
と
す
る
有
り
。

と
あ
る
よ
う
に
可
汗
と
稽
し
て
い
る
。
康
待
賓
の
自
稀
し
た

「葉
諮
問
」
は
突
厭
の
官
職
名
ヤ
ブ
グ

(E
Z
C)
の
、
康
願
子
の
自
稽
し
た
可
汗

は
突
阪
の
首
長
の
格
競
で
あ
る
カ
ガ

ン
(
宮
古
口
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
音
縛
窮
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
「
六
胡
州
大
首
長
」

で
あ

っ
た
安
菩
の
曾
祖
父
の
名
は
「
鉢
達
干
」
で
あ
り
、
達
干
は
突
販
の
職
競
で
あ
る
タ
ル
カ

ン

(吉
宮
口
)
の
漢
字
音
縛
寓
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
事
責
は
、
六
州
胡
が
突
阪
の
影
響
を
受
け
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
康
待
賓
の
軍
に
つ
い
て
、

『奮
唐
書
』
中恋
人
、
玄
宗
本
紀
、
開
元
九
年
七
月
己
酉
候
に
、



己
酉
、
王
峻
、
蘭
池
州
叛
胡
を
破
り
、
三
高
五
千
騎
を
殺
す
。

と
記
さ
れ
、
康
待
賓
の
軍
の
皐
位
を
「
騎
」
で
示
し
て
お
り
、
主
力
は
騎
馬
軍
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
六
州
胡
と
は
唐
朝
に
婦
順
し
た
東
突
厭
の
遺
民
で
は
あ
る
が
、
そ
の
賓
態
は
東
突
厭
カ
ガ
ン
圏
内
に
コ
ロ

ニ
ー
を
形
成
し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
の
後
喬
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ソ
グ
ド
人
は
北
ア
ジ
ア
に
お
い
て
突
厭
と
と
も

に
居
住
し
て
い
た
結
果
、
突
厭
と
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
遊
牧
に
従
事
し
、
中
に
は
騎
射
技
術
を
習
得
す
る
な
ど
、
遊
牧
文
化
を
身
に
つ
け
た

者
た
ち
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
従
来
の
「
六
州
胡
」
に
代
わ
る
よ
り
贋
義
な
概
念
と
し
て
、
彼
ら
を
ソ

(
M
)
 

グ
ド
系
突
肢
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
ソ
グ
ド
系
突
蕨
は
、
狭
義
に
は
ソ
グ
ド
人
の
血
を
引
き
、
突
肢
と
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
遊
牧
文
化
を
身

に
つ
け
た
者
の
呼
稀
で
あ
る
が
、
庚
義
に
は
そ
の
他
の
種
族
で
、
お
そ
ら
く
ソ
グ
ド
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
結
果
ソ
グ
ド
姓
を
冠
す
る
よ
う
に

な
っ
た
者
も
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
グ
ド
姓
を
冠
す
る
者
の
中
に
は
、

(
日
)

る
か
ら
で
あ
る
。

ウ
イ
グ
ル
や
柔
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
自
稽
す
る
者
も
い
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こ
の
よ
う
な
騎
射
能
力
を
有
し
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
(
六
州
胡
)
は
、
唐
朝
や
そ
の
ほ
か
の
勢
力
に
た
び
た
び
利
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

武
則
天
の
高
歳
通
天
元
年
(
六
九
六
)
に
東
北
ア
ジ
ア
(
中
園
東
北
部
)
で
契
丹
が
唐
朝
に
釘
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
昔
州
を
陥
落
さ
せ
る
事
件

が
お
き
た
。
こ
の
時
、
唐
朝
で
は
針
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
陳
子
昂
の
「
上
軍
国
機
要
事
八
候
」
(
『陳
伯
王
文
集
』
巻
八
)
は
こ
の
時
の
上
奏
文
で

あ
る
が
、大

い
に
河
東
遁
及
び
六
胡
州
、
経
・
延
・
丹
・
隈
等
州
の
稽
胡
の
精
兵
を
護
し
、
悉
く
昔
州
に
赴
か
し
む
。

と
見
え
、
契
丹
征
伐
に
六
州
胡
、
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
系
突
厭
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

(

日
山
)

ま
た
安
椋
山
の
反
乱
時
、
安
椋
山
の
軍
下
に
も
ソ
グ
ド
γ差
〈
肢
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
唐
故
試
光
時
卿
曹
府
君
墓
誌
弁
序
」
に
、

(
曹
)
公
の
字
は
閏
園
、
含
州
河
曲
の
人
な
り
。

:
:
:
公
、
遺
前
に
行
放
し
、
幼
く
し
て
戎
律
を
閑
う
。
天
賓
の
載
に
お
い
て
、
椋
山
の
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肇
を
作
し
、
思
明
の
摘
を
襲
う
に
遇
い
、
八
ム
其
の
中
に
陥
従
し
、
鋒
刀
に
厄
さ
れ
、
抜
擢
さ
れ
高
用
さ
れ
、
痛
に
公
を
雲
廊
崎
将
軍
・

守
左
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金
吾
術
大
将
軍
に
署
す
。

と
あ
る
。
墓
誌
の
記
載
か
ら
曹
閏
園
の
本
貫
は
含
州
、
す
な
わ
ち
六
胡
州
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
曹
閏
園
は
安
史
の
乱
前
に
河
北
の
北
部
へ
何

ら
か
の
事
情
に
よ
っ

て
移
動
し
、
そ
こ
で
安
史
の
乱
に
参
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
安
史
の
乱
に
参
加
し
た
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
個
別
具

髄
的
な
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二

O
、
至
徳
二
載
二
一
月
候
に
は
、

{
女
慶
緒
の
北
の
か
た
に
走
る
や
、
其
の
大
将
の
北
卒
王
李
婦
仁
及
び
精
兵
曳
落
河

・
同
羅

・
六
州
胡
数
寓
人、

皆
氾
陽
に
潰
蹄
し
、
過
ぐ

る
所
倖
掠
し
、
人
物
遣
す
無
し
。
史
思
明
、
厚
く
之
の
矯
に
備
え
、
且
つ
使
を
遣
り
て
之
を
宿
陽
の
境
に
逆
招
せ
し
め
、
曳
落
河

・
六
州

胡
皆
降
る
。

と
見
え
、
安
史
軍
に
「
六
州
胡
」
、
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
系
突
厭
が
集
園
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

武
則
天
時
期
に
唐
が
契
丹
征
伐
を
行
っ
た
際
に
、
ま
た
安
椋
山
が
唐
に
釘
し
反
乱
を
お
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ソ
グ
ド
系
突
肢
を
利
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用
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く
彼
ら
の
軍
事
的
能
力
に
目
を
つ
け
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
ソ
グ
ド
系
突
肢
は
騎
射
技
術
に
優
れ
た
軍
事
集
園
と
し

て
、
ひ
ろ
く
唐
代
の
支
配
階
層
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

契
丹
征
伐
に
参
加
し
た
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
史
料
上
の
制
約
か
ら
は

っ
き
り
し
な
い
。

一
方
、
安
史

の
乱
に
参
加
し
た
ソ
グ
ド
系
突
販
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
安
史
の
乱
後
に
河
北
に
置
か
れ
た
河
朔
三
銭
に
武
人
と
し
て
属
し
た
こ
と

(
口
)

が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
河
北
の
ソ
グ
ド
系
突
阪
と
は
別
に
、
六
胡
州
が
置
か
れ
て
い
た
現
在
の
オ
ル
ド
ス
近
遣
に
安
史
の
乱
後
も
残
つ

て
い
た
ソ
グ
ド
系
突
肢
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
唐
朝
に
釘
し
、

ほ
ほ
一
貫
し
て
字
濁
立
健
制
を
維
持
し
績
け
た
河
朔
三
鎮
の
ひ
と
つ
の
藩

鎮
貌
博
に
お
い
て
、
太
和
三
年
(
八
二
九
)
に
何
進
泊
な
る
も
の
が
貌
博
街
軍
に
よ
り
節
度
使
に
選
出
さ
れ
た
。
何
姓
は
ソ
グ
ド
姓
で
あ
り
、

何
進
一
樹
の
夫
人
は
康
氏
、
彼
の
子
息
の
何
弘
敬
の
夫
人
は
武
威
の
安
氏
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ソ
グ
ド
姓
同
士
で
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
こ

(
見
)

と
か
ら
、
何
進
泊
が
ソ
グ
ド
系
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
何
準
一
泊
は
六
胡
州
と
隣
接
し
て
い
た
霊
武

(霊
州
)
を
本
貫
と
し
て
い
る
。

六
胡
州
は
調
露
元
年
か
ら
ほ
ど
近
い
時
期
に
改
編
さ
れ
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
名
稽
が
壁
化
し
て
い
る
。
ま
た
、

ソ
グ
ド
系
突
厭
も
そ
の
騎
射



能
力
を
買
わ
れ
、
特
に
近
遣
の
霊
州
に
設
置
さ
れ
た
朔
方
節
度
使
に
雇
用
さ
れ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情

か
ら
霊
州
に
移
住
し
、
霊
州
を
本
貫
と
稽
す
る
ソ
グ
ド
系
突
肢
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
何
進
泊
は
、
も
と
は
六
州

胡
に
属
し
、
後
に
霊
州
へ
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
後
喬
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
何
進
泊
は
安
史
の
乱
以
来、

河
北
に

居
住
し
績
け
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
後
境
問
で
は
な
い
。
『
奮
唐
書
』
巻

一
八
一
、
何
進
活
停
に、

何
進
泊
は
霊
武
の
人
な
り。

曾
祖
孝
物
、
組
俊
は
、
並
び
に
本
州
の
軍
校
た
り。

父
歎
は
、

夏
州
街
前
兵
馬
使
・
検
校
太
子
賓
客

・
試
太

常
卿
た
り
。
進
泊
の
貴
を
以

っ
て
、
左
散
騎
常
侍
を
贈
る。

進
泊
は
貌
に
客
寄
し
て
軍
門
に
委
質
し
、

節
度
使
田
弘
正
に
事
う
。

と
あ
り
、
何
進
活
の
曾
祖
父
と
租
父
は
霊
州
、
お
そ
ら
く
朔
方

(霊
武
)
節
度
使
下
の
武
人
で
あ
り
、

父
は
夏
綬
銀
節
度
観
察
使
に
属
し
た
武

人
で
あ
り
、
何
進
泊
の
代
に
河
北
の
貌
博
へ
移
住
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
何
進
泊
が
仕
え
た
貌
博
節
度
使
田
弘
正
の
在
職
期
聞
は

元
和
七
年

(八
一
二
)
か
ら
元
和
一
五
年

(八
二
O
)
で
あ
る
か
ら
、
何
進
泊
の
河
北

へ
の
移
住
時
期
は
、

こ
の
時
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
と
、
元
和
年
聞
の
は
じ
め
ま
で
オ
ル
ド
ス
に
ソ
グ
ド
系
突
阪
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
前
の
貞
元
二
年

(
七
八
六
)
に、
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オ
ル
ド
ス
に
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
一
部
は
す
で
に
雲
州
・
朔
州
の
間
へ
移
住
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

貞
元
二
年
に
雲
州
・
朔
州
の
開
へ
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
突
蕨
に

つ
い
て
は
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二
四
回
、

太
和
四
年
三
月
僚
に
、

陸
北
の
沙
陀
素
よ
り
韓
勇
た
り
、
九
姓
・
六
州
胡
の
畏
伏
す
る
所
と
矯
る
。
〔
河
東
節
度
使
柳
〕
公
縛
奏
す
ら
く
、
其
の
曾
長
朱
邪
執
宜

を
以
て
陰
山
都
督
・
代
北
行
普
招
撫
使
と
矯
し
、
雲
・
朔
の
塞
下
に
居
ら
し
め
、
北
遣
を
拝
禦
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。

と
見
え
、
太
和
年
間

(八
二
七
八
三
五
)
の
代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
欧
の
情
報
が
得
ら
れ
、
こ
の
こ
ろ
に
は
代
北
に
お
い

て
沙
陀
や
そ
の

他
の
「
九
姓
」
と
記
さ
れ
る
諸
族
と
混
住
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、

代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
肢
の
情
報
は
、
こ
れ
以

降
、
唐
末
黄
巣
の
乱
の
時
ま
で
史
料
上
に
は
現
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
責
集
の
乱
時
期
の
ソ
グ
ド
系
突
肢
に
つ
い
て
、

沙
陀
の
勢
力
伸

張
に
関
連
付
け
て
検
討
し
た
い
。

675 
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代
北
に
お
け
る
沙
陀
の
勢
力
伸
張
と
ソ
グ
ド
系
突
厭

r--

一
) 

沙

陀

の

東

遷

(
凶
}

代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
阪
と
沙
陀
の
結
び
つ
き
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
、
沙
陀
の
代
北
へ
の
移
住
過
程
を
概
観
し
て
お
き
た
い

(図
2

由
参
昭
…)。

沙
陀
に
閲
し
て
、

『奮
五
代
史
』
巻
二
五、

武
皇
紀
上
で
は
、

李
克
用
の
祖
先
の
朱
邪
氏
は
臨
右
金
城

(甘
粛
省
蘭
州
市
)
の
人
と
い
う
。
同

蓄
に
よ
れ
ば
、
沙
陀
の
始
租
の
抜
野
が
、
唐
の
太
宗
に
従
っ
て
高
句
麗
お
よ
び
醇
延
随
討
伐
に
功
績
を
あ
げ
て
金
方
遁
副
都
護
と
な
り
、
そ
の

た
め
瓜
州

(甘
粛
省
安
西
市
の
東
南
)
に
居
住
し
、
そ
の
後
、
太
宗
が
醇
延
随
諸
部
を
平
ら
げ
た
際
、
同
羅

・
僕
骨
の
人
を
隷
属
す
る
た
め
に
置

い
た
沙
施
都
督
府
が
あ
り
、
永
徽
年
間

(六
五
O
|
六
五
五
)
に
、
抜
野
は
こ

の
沙
施
都
督
府
の
都
督
と
な
り
、
そ
の
後
子
孫
が
五
世
に
わ
た
っ

て
そ
の
職
を
世
襲
し
、
貞
元
年
間

(
七
八
五
|
八
O
五
)
に
李
克
用
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
蓋
忠
が
沙
随
府
都
督
と
な
っ

た
と
俸
え
る
。

(
却
)

一
方
、
『新
唐
書
』
巻
一
一
一

O
、
沙
陀
俸
に
よ
る
と
、
沙
陀
は
西
突
肢
の
別
部
で
あ
る
慮
月
の
種
と
あ
り
、
貞
観
年
間

(六
二
七
|
六
四
九
)
、
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西
突
欧
の
阿
史
那
賀
魯
が
唐
へ
蹄
順
し
た
際
、
庭
月
の
朱
邪
関
侠
斤
阿
厭
も
内
属
し
て
き
た
話
を
載
せ
る
。
永
徽
年
聞
の
初
め
、
阿
史
那
賀
魯

が
反
乱
を
起
こ
す
と
、
朱
邪
孤
注
と
い
う
も
の
が
招
慰
使
を
殺
し
て
呼
腐
敗
し
、
兵
を
率
い
て
牢
山
に
擦
っ
た
。
こ
の
時
、
射
牌
侠
斤
の
沙
陀
那

速
は
阿
史
那
賀
魯
に
従
わ
な
か

っ
た
た
め
、
唐
の
高
宗
は
賀
魯
の
所
領
を
沙
陀
那
速
に
授
け
、
ま
た
、
弓
月
這
線
管
の
梁
建
方
・
契
芯
何
力
が

兵
を
引
い
て
朱
邪
孤
注
を
斬
り
、
九
千
人
を
捕
縛
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
こ
の
唐
初
の
沙
陀
に
聞
す
る
記
録
に
、
朱
邪
姓
と
沙
陀
姓
が

見
え
る
鈷
に
注
意
し
た
い
。

龍
朔
年
間

(
六
六

一
|
六
六
三
)
の
初
め
、
慮
月
曾
長
の
沙
陀
金
山
は
、
武
衡
将
軍
務
仁
貴
に
従
い
銭
軌
を
討
ち
、
そ
こ
で
墨
離
軍
討
撃
使
を

授
け
ら
れ
た
。
墨
離
軍
は
瓜
州
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
時
に
沙
陀
は
瓜
州
に
居
住
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
沙
陀
金
山
は
長
安
二
年
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圃2 華北における突厭・六州胡・沙陀の移動

(備考)聾其!!U中園歴史地圃集j(開唐五代十園時期)(地園出版粧. 1982年)にもとづき作成。

(七
O
二
)
に
は
金
満
州
都
督
に
昇
進
し
、
さ
ら
に
張
披
郡
公
に

封
ぜ
ら
れ
た
。

(
幻
)

金
山
が
浸
す
る
と
、
子
の

〔
沙
陀
〕
輔
園
が
跡
を
縫
い
だ。

先

天
年
間

(七
一
一一
l
七一

三
)
の
初
め
、
輔
園
は
吐
蕃
の
塵
迫
を
避

け
、
部
落
を
北
庭
(
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
直
ウ
ル
ム
チ
市
の
東
北
)
に

移
し
、

そ
の
麿
下
の
者
を
率
い
て
入
朝
し
て
き
た
。
開
元
二
年

(
七
一
四
)、
輔
園
は
ふ
た
た
び
金
満
州
都
督
を
領
し
、
そ
の
母
の

鼠
尼
施
を
封
じ
て
都
圏
夫
人
と
し
た
。

輔
園
が
死
ぬ
と
、
子
の
〔
沙
陀
〕
骨
咽
支
が
縫
い
だ
。
天
賓
年

-77-

聞

(七
四
二
l
七
五
六
)
の
初
め
、
回
紘
が
錆
順
し
て
く
る
と
、
骨

咽
支
に
回
紘
副
都
護
を
粂
任
さ
せ
、
ま
た
、
粛
宗
に
従
っ
て
安
史

の
乱
を
平
ら
げ
た
功
績
に
よ
り
、
特
進

・
膜
衛
上
将
軍
を
#汗
し
て

い
る
。

骨
哨
支
の
死
後
、
そ
の
子
の

〔
沙
陀
〕
蓋
忠
が
嗣
ぎ
、
累
遷
し

て
金
吾
衛
大
将
軍
・
酒
泉
際
公
と
な

っ
た
。
贋
徳
二
年

(七
六
四
)、

へ
逃
げ
た
河
西
節
度
使
楊

吐
蕃
と
戦
い
甘
州
(
甘
粛
省
張
披
市
)

志
烈
が
、
沙
陀
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
『
資
治
遇
鑑
」
巻

二
二
二
に
見
え
る
の
で
、
沙
陀
は
こ
の
頃
す
で
に
甘
州
に
移
住
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

「新
唐
書
』
沙
陀
俸
は
、

貞
元
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六
年

(七
九

O
)
に
沙
陀
部
七
千
帳
が
吐
蕃
に
服
属
し
、
甘
州
に
遭
っ

た
と
記
し
て
い
る
。

元
和
三
年

(八
O
八
)、
吐
蕃
に
よ

っ
て
甘
州
か
ら
遷
さ
れ
る
の
を
き
ら
っ
た
沙
陀
は
、
霊
忠
と
朱
邪
執
宜
と
の
合
議
に
よ
り
霊
州

(寧
夏
回

族
自
治
直
霊
武
牒
西
南
)
へ
奔
っ
て
唐
朝
に
蹄
属
し
て
き
た
。
こ
の
逃
避
行
の
際
、
吐
蕃
の
攻
撃
に
よ
り
蓋
尽
は
戦
死
し
、
朱
邪
執
宜
が
沙
陀
の

リ
ー
ダ
ー
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
賓
、
唐
朝
は
沙
陀
を
盟
州
(
寧
夏
回
族
自
治
区
捜
池
豚
南
)
に
居
住
さ
せ
、
陰
山
府
を
置
く
と
、
朱
邪
執

宜
を
陰
山
府
兵
馬
使
と
し
た
の
で
あ
る
。
翌
年
、
元
和
四
年

(八
O
九
)、
霊
盟
節
度
使
活
希
朝
が
河
東
節
度
使
に
穂
任
す
る
の
に
伴
い
、
沙
陀

も
太
原

へ
移
動
す
る
こ
と
と
な
る
。
泡
希
朝
は
、
そ
の
う
ち
千
二
百
騎
を
精
選
し
て
沙
陀
軍
と
し
、
そ
の
他
は
定
裏
川

(
定
装
燃
は
山
西
省
大
同

西
北
)
に
置
い
た
。
朱
邪
執
宜
は
神
武
川
の
黄
花
堆

(朔
州
)
に
留
ま
っ
た
。
元
和
五
年

(八
一
O
)
、
河
東
節
度
使
王
鍔
の
上
奏
に
よ
り
、
沙

陀
は
十
府
に
分
散
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
執
宜
の
子
が
赤
心
、
す
な
わ
ち
後
の
李
固
昌
で
あ
る
。

以
上
が
沙
陀
の
東
遷
の
概
略
で
あ
る
。
「新
唐
書
』
沙
陀
停
が
記
す
沙
陀
金
山
か
ら
李
克
用
に
い
た
る
系
譜
は
非
常
に
詳
し
い
も
の
の
、
森

部
・
石
見
二
O
O三
に
お
い
て
、
新
出
の
李
克
用
墓
誌
銘
を
利
用
し
て
、
作
第
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
。
今、

そ
の
結
論
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だ
け
を
言
う
な
ら
ば
、
沙
陀
と
い
う
集
圃
は
、
沙
陀
部
と
朱
邪
部
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
沙
陀
姓
、
朱
邪
姓
の
首
長
が
率

い
て
い
た
。
上
述
の

ご
と
く
、
太
宗
か
ら
高
宗
に
か
け
て
の
時
期
の
沙
陀
に
関
す
る
記
録
に
、
朱
邪
姓
と
沙
陀
姓
を
持
つ
人
物
が
別
々
に
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
安

(n
)
 

史
の
乱
銀
座
に
沙
陀
も
唐
朝
側
に
立
っ

て
参
戦
し
た
が
、
そ
の
時
沙
陀
部
と
朱
邪
部
が
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
二
大
集
囲
の
ほ
か
に
も
、
沙
陀
に
は
様
々
な
大
小
の
部
族
が
加
わ

っ
て
い
た
と
想
像
で
き
、
そ
れ
が
庚
義
の
沙
陀
で
あ
る
。
『
奮
五
代
史
』

や
『
新
唐
書
』
に
見
え
る
、
新
彊
か
ら
最
終
的
に
河
東
北
部
ま
で
移
住
し
て
き
た
沙
陀
と
は
、
こ
の
よ
う
な
集
園
で
あ
っ
た
。
こ
の
沙
陀
集
圏

は、

首
初
、
沙
陀
姓
の
首
領

(沙
陀
金
山
l
蚤
忠
)
が
率
い
て
い
た
が
、
沙
陀
が
甘
州
か
ら
霊
州
へ
、

さ
ら
に
盟
州
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
朱

邪
姓
の
者

(朱
邪
執
宜
)
が
賓
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
か
わ

っ
た
。

李
克
用
は
こ
の
朱
邪
姓
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る
。
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黄
巣
乱
時
に
お
け
る
沙
陀
の
動
向

沙
陀
が
歴
史
上
、
活
援
な
活
動
を
し
め
す
よ
う
に
な
る
の
は
代
北
に
移
住
し
て
か
ら
、
約
七
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
沙
陀
の
首

領
は
李
克
用
で
あ
っ
た
。
李
克
用
が
代
北
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
乾
符
五
年

(八
七
八
)
正
月、

黄
山
来
の
乱

の
混
乱
に
乗
じ
、
雲
州
沙
陀
兵
馬
使
の
李
蓋
忠
と
牙
勝
の
康
君
立

・
醇
志
勤

・
程
懐
信

・
李
存
薄
ら
が
、
蔚
州
に
い
た
沙
陀
副
兵
馬
使
李
克
用

を
擁
立
す
る
こ
と
を
書
一
策
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
時
、
大
同
防
禦
使
粂
水
陸
琵
運
使
の
段
文
楚
を
康
し
、
李
克
用
は
雲
州
の
州
事
と
軍

事
の
賓
権
を
掌
握
し
た
が
、
唐
朝
は
こ
の
こ
と
を
認
め
な
か

っ
た
の
で
、
爾
者
は
釘
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年

一
O
月
、
唐
朝
は
昭
義
節

度
使
李
鈎
、
直
龍
節
度
使
李
可
撃
に
詔
し
、
吐
谷
津
曾
長
の
赫
連
鐸
お
よ
び
沙
陀
酋
長
の
李
友
金
、
安
慶
曾
長
の
史
敬
存
、
薩
葛
酋
長
の
米
海

寓
と
と
も
に
、
李
園
昌
・
克
用
父
子
を
討
伐
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
一
二
月
、
こ
の
戦
闘
で
昭
義
節
度
使
李
鈎
が
戦
死
し
、
贋
明
元
年

(八

八
O
)
正
月
に
は
、
沙
陀
は
腐
門
閥
よ
り
南
進
し
て
折
州
・
代
州
を
攻
撃
し
、
さ
ら
に
同
年
二
月
、
沙
陀
の
二
高
齢
人
が
、
菅
陽
す
な
わ
ち
太
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原
に
迫
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
戦
局
は
一

山愛
す
る
。
康
明
元
年

(
八
八
O
)
六
月
、
蔚
朔
節
度
使
の
李
琢
が
、
沙
陀
の
二
千
人
が
来
降
し
た
こ
と
を
上

奏
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
、
李
琢
は
代
州
に
駐
屯
し
、
直
龍
節
度
使
李
可
奉
、
吐
谷
津
都
督
赫
連
鐸
と
と
も
に
沙
陀
討
伐
に
あ
た
っ
て
い

た
。

一
方
、
李
克
用
は
大
将
の
高
文
集
に
朔
州
を
守
ら
せ
、
自
ら
は
衆
を
率
い
て
李
可
泉
?と
雄
武
軍
で
戦
っ
て
い
た
。
赫
連
鐸
は
高
文
集
に
蹄

順
を
呼
び
か
け
、
そ
の
結
果
、
高
文
集
は
李
克
用
の
武
将
の
俸
文
達
を
捕
ら
え
、
沙
陀
曾
長
で
李
克
用
の
族
父
と
い
わ
れ
る
李
友
金
、
薩
葛
都

督
米
海
高
、
安
慶
都
督
史
敬
存
と
と
も
に
李
琢
に
降
伏
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
情
報
を
耳
に
し
た
李
克
用
は
、
同
年
七
月
、
雄
武
箪
か
ら
兵
を
引
い
て
戻
り、

朔
州
の
高
文
集
を
討
と
う
と
し
た
が
、

李
可
奉
は
行
軍

司
馬
の
韓
玄
紹
を
し
て
雄
武
軍
の
西
の
薬
児
嶺
で
李
克
用
を
迎
撃
し
、
こ
れ
を
大
い
に
破
っ
た
。
こ
の
薬
見
嶺
の
戦
い
で
李
克
用
擁
立
に
功
績
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の
あ
っ
た
李
童
忠
、
程
懐
信
は
戦
死
し
、
ま
た
、
沙
陀
は
雄
武
軍
で
も
敗
れ
、

一
高
人
を
失
っ
た
。
李
琢
、
赫
連
鐸
が
蔚
州
に
進
攻
す
る
と
、
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李
園
昌
も
敗
れ
、
李
園
昌

・
克
用
父
子
は
そ
の
宗
族
と
と
も
に
北
へ
逃
れ
、
嘗
時
陰
山
山
脈
附
近
に
擦
っ
て

い
た
達
組
に
亡
命
し
た
。
こ
の
結

果
、
唐
朝
は
詔
し
て
赫
連
鐸
を
雲
州
刺
史

・
大
同
軍
防
禦
使
、
吐
谷
津
の
白
義
誠

(
白
義
成
)
を
蔚
州
刺
史
、
薩
葛
の
米
海
高
を
朔
州
刺
史
と

し
、
李
可
拳
に
は
粂
侍
中
を
加
え
た
。
こ
の
時
駄
で
李
克
用
を
中
心
と
す
る
沙
陀
は
完
膚
な
き
ま
で
打
ち
の
め
さ
れ
、
元
和
年
間
に
代
北
へ
移

住
し
て
以
来
築
き
上
げ
て
き
た
代
北
で
の
主
導
権
を
喪
失
す
る
と
と
も
に
、
李
克
用
の

一
族
の
李
友
金
が
唐
朝
へ
蹄
順
す
る
と
い
う
沙
陀
集
園

内
で
の
分
裂
と
い
う
事
態
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

達
組
へ
亡
命
し
た
李
克
用
が
、

ふ
た
た
び
代
北
へ
蹄
還
す
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
中
和
元
年

(八
八

一)
一一
月
、
黄
巣
が
長
安
を
陥
落
さ
せ
る
と
、
代
北
監
軍
の
陳
景
思
は
沙
陀
曾
長
の
李
友
金
お
よ
び
薩
葛
・
安
慶

・
吐
谷
津
の
諸
部
を
率
い
京

師
を
救
わ
ん
と
し
、
緯
州
で
黄
河
を
捗
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
沙
陀
出
身
で
絡
州
刺
史
の
謹
穫
が
、
黄
集
の
勢
力
は
な
お
盛
ん
で
あ
り
軽
々
し

く
進
軍
す
べ
き
で
な
い
と
進
言
し
た
こ
と
に
よ
り
、
属
門
へ
蹄
還
し
兵
を
募
る
こ
と
と
し
た
。
三
月
、
麗
穣
と
李
友
金
は
代
州
に
至
り
、
兵
を

組
に
亡
命
し
て
い
た
李
克
用
を
呼
び
戻
し
て
再
び
指
導
者
に
せ
ん
と
し
、
詔
を
も
っ
て
李
克
用
の
罪
を
赦
す
こ
と
と
な
り
、
李
克
用
は
達
組
の
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募
り
三
薦
人
を
得
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
北
方
の

「雑
胡
」
で
、
塵
積
と
李
友
金
は
こ
れ
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
達

諸
部
を
率
い
こ
れ
に
赴
い
た
。
さ
ら
に
中
和
二
年
(
八
八
二
)
八
月
、
李
園
昌
も
一
族
を
率
い
て
達
鞄
よ
り
代
州

へ
蹄
還
し
た
。
こ
の
問
、
河

東
北
部
で
は
李
克
用
と
唐
朝
側
の
河
東
節
度
使
な
ど
と
の
聞
で
戦
闘
も
生
じ
た
が
、
最
終
的
に
は
同
年

二
一
月
、
情

・
代
等
州
留
後
の
李
克
用

は
腐
門
節
度
使
に
正
式
に
任
命
さ
れ
、
黄
巣
の
乱
征
討
の
任
に
就
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
経
緯
を
、
ご
く
大
雑
把
に
み
る
と
、
沙
陀
省
長
李
友
金
、
薩
葛
都
督
、
安
慶
都
督
の
麿
朝
へ

の
降
伏
↓
李
園
昌
・
克
用
父
子
の
達
鞄

伐
の
亡
命
↓
李
友
金

・
塵
穣

(と
も
に
沙
陀
系
)
に
よ
る
李
克
用
の
達
組
よ
り
召
還

・
再
擁
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、

李
友
金
と
行

動
を
と
も
に
し
て
い
た
薩
葛
、
安
慶
の
諸
部
も
李
克
用
勢
力
下

へ
吸
収
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
沙
陀
の
勢
力
伸
張
の
縛
機
は
、
黄
山
来
胤
中
、
達
組
よ
り
中
園

へ
戻
っ

た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
時
、
代
北
の
遊
牧
系
諸
族
の

多
く
が
沙
陀
に
合
流
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
薩
葛
部
(
米
海
高
)
や
安
慶
部

(史
敬
存
)
は
、
そ
の
首
長
が
ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
て
い



る
こ
と
か
ら
、

ソ
グ
ド
系
の
集
囲
で
あ
り
、
ま
さ
に
貞
元
二
年
に
「
雲
・
朔
の
開
」
に
移
住
し
た
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
後
喬
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
し
か
し
、
李
克
用
に
合
流
し
た
後
、
編
纂
史
料
上
に
お
い
て
「
薩
葛
」
の
記
録
は
見
え
な
く
な
り
、
ま
た
、
そ
の
賓
態
も
よ
く
わ
か

ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
墓
誌
銘
な
ど
の
公
刊
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
集
固
に
闘
す
る
情
報
が
少
し
ず
つ
増
加
し
つ
つ
あ
る。

以
下
、
石
刻
史
料
を
利
用
し
、
沙
陀
に
従
属
し
た
ソ
グ
ド
系
突
欧
の
具
瞳
像
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

r"、、

、._/

代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
版

「
薩
葛
部
」
「
安
慶
部
」
の
名
で
編
纂
史
料
に
登
場
す
る
集
圏
は
、
代
北
に
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
で
あ
る
が
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
集
圏

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
薩
葛
」
は
「
醇
葛
」
「
索
葛
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

H
J
L
]
巾
芸
広
島
一
九
五
二
以
来
、
「
薩
葛
」
「
索
葛
」
「
醇
葛
」
は
と
も
に

ω
o
m
E
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の
漢
字
音
縛
窮
文
字
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
別
の
語
、
た
と
え
ば
ソ
グ
ド
の
武
人
を
指
す
語
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方

も
あ
る
が
、

い
ま
だ
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
仮
に
「
薩
葛
」
「索
葛
」
「
醇
葛
」
が

ω
o
m
E
の
漢
字
音
穂
寓
文
字
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
集
圏
を
率
い
る
首
長
が
米
海
高
と
い
う
ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
集
圃
が
ソ
グ
ド
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

一
方
、
「
安
慶
」
に
つ
い
て
は
、

そ
の
語
源
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
唐
末
の

「
安
慶
部」

の
首
長
は
史
敬
存
と
い
い
、
太
平
興
園
四
年

(
九
七
九
)
に
宋
朝
へ
蹄
順
し
て
き
た

「
安
慶
府
」
の
主
は
安
海
進
と
い
い
、
と
も
に
史
姓
と
安
姓
と
い
う
ソ
グ
ド
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
安

慶
」
も
ソ
グ
ド
系
の
集
固
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
薩
葛
」
(
「
索
葛
」
「
藤
葛
」
)
お
よ
び

「安
慶
」
に
閲
し
て
、
編
纂
史
料
か
ら
は
以
上
の
よ
う
な
情
報
し
か
引
き
出
せ
な
か
っ

た
が
、
近
年、

唐
末
・
五
代
時
期
の
墓
誌
銘
の
琵
見
・
公
刊
に
よ
り
、
編
纂
史
料
か
ら
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
五
代
時
期
の
「
索
葛
」
の
存
在
が
確
認
で
き、

ま

た
そ
の
他
の
部
落
、
お
よ
び
そ
の
生
活
形
態
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
以
下
、
石
刻
史
料
に
も
と
づ
き
、
こ
の
事
責
を
明
ら
か
に
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し
て
い
き
た
い
。
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ま
ず
、
「
索
葛
」
に
閲
す
る
石
刻
史
料
と
し
て
、
「
安
高
金
墓
誌
銘
井
序
」
お
よ
び
彼
の
夫
人
の
墓
誌
銘
が
あ
る
。
「安
蔦
金
墓
誌
銘
」
に
よ

る
と
、
安
寓
金
の
家
系
と
略
歴
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

育
の
故
均
州
刺
史
・
光
椋
大
夫

・
検
校
司
徒

・
粂
御
史
大
夫

・
上
柱
園

・
開
国
男
食
邑
三
百
戸
の
安
府
君
の
墓
誌
。

公
、
誇
は
高
金
、
字
は
貰
山
。
:
:
:
曾
、

諒
は
徳
昇
、
銀
圭円
光
称
大
夫

・
検
校
太
子
賓
客

・
故
鎖
武
馬
軍
指
揮
使
・
索
葛
府
刺
史
た
り
。

-・
:
組
、
誇
は
重
胤
、
銀
主
円
光
称
大
夫

・
検
校
工
部
向
書

・
静
塞
軍
管
内
都
税
実
使

・
索
葛
府
刺
史
た
り
。
:
:
:
皇
、
誇
は
進
通
、
銀
青

光
椋
大
夫
・
検
校
尚
書
右
僕
射
・
守
感
州
別
駕
・
索
葛
府
刺
史
た
り
。

:
:
批
は
曹
氏
な
り
。
長
興
二
年
、
鹿
邑
牒
太
君
を
贈
ら
る
。
公、

即
ち
司
空

・
太
君
の
愛
子
な
り
。
:
:
:
〔
公
は
〕
初
め
索
葛
府
刺
史
、
馬
箪
左
第
二
軍
使
に
遷
り
、
昭
義
軍
左
諜
突
馬
軍
指
揮
使
に
遷
り、

塞
寧
軍
使
に
謹
り
、
右
先
鋒
指
揮
使
に
遷
り
、
昭
義
軍
街
隊
指
揮
使
に
遷
り
、
昭
義
軍
在
城
及
び
{寸
禦
左
右
廟
都
指
揮
使
に
遷
る
。
後
に

巌
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
前
後
、
指
揮
使
た
る
こ
と
七
慮
、
刺
史
た
る
こ
と
一一
一任
。
先
に
何
氏
と
婚
す
。
長
興
元
年
十
月
内
、
陳
留
豚
君

に
封
、ぜ
ら
る
。
:
:
:
次
室
、
米
氏
、

子
一
人
を
生
む
。
元
審
、

前
の
索
葛
府
刺
史
な
り
。
(
夫
人
何
氏
墓
誌
銘
で
は
「
哀
長
子
の
元
審、

索
葛

府
の
官
を
授
く
」
と
あ
る
。)
:
:
:
次
室
、
越
氏
、
女

一
人
を
生
む
。
石
家
に
事
、
っ
。
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以
上
の
記
遮
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
①
安
寓
金
の
家
系
は
彼
の
曾
祖
父
か
ら
彼
の
息
子
に

い
た
る
ま
で
五
代
に
わ
た

っ
て
「
索
葛
府
刺

史
」
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
、

②
安
高
金
の
姓
が
ブ
ハ
ラ
出
身
の
ソ
グ
ド
人
が
名
乗
る
安
姓
で
あ
り
、
彼
の
母
親
は
カ
ブ
l
ダ
ン
出
身
の
曹
姓
、

安
高
金
夫
人
は
ク
シ
ヤ
|
ニ
ヤ
出
身
の
何
姓
、
側
室
は
マ

l
イ
ム
ル
グ
出
身
者
の
米
姓
、
そ
し
て
安
蔦
金
の
娘
の

一
人
は
タ
シ
ユ
ケ
ン
ト
出
身

者
が
名
乗
る
石
姓
に
嫁
い
で
お
り
、
{
女
高
金
を
は
さ
ん
で
前
後
三
世
代
に
わ
た

っ
て
ソ
グ
ド
姓
同
士
で
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
の
二
貼

で
あ
る
。
こ
の
ソ
グ
ド
系
の
安
高
金
が
「
索
葛
府
」
刺
史
を
代
々
世
襲
し
て
き
た
と

い
う
記
述
か
ら
、
安
高
金
の
家
系
は
「
索
葛
府
」
と
い
う

集
園
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、

「索
葛
」
の
語
が
ソ
グ
ド
に
関
連
し
、

そ
の
首
長
も
ソ
グ
ド
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

墓
誌
に
見

え
る
「
索
葛
府
」
が
ソ
グ
ド
の
集
圃
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
安
寓
金
の
家
系
は

「
索
葛
府
」
と
い
う
ソ
グ
ド
系
集
園
を

統
率
す
る
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
「
安
高
金
墓
誌
銘
」
の
撰
述
さ
れ
た
年
は
後
晋
の
天
一
崎
年
間

(九
三
一
六
|
九
四
四
)
で
あ
る
か



ら
、
後
菅
時
期
ま
で
「
索
葛
府
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
安
高
金
の
「
索
葛
府
」
と
唐
末
に
編
纂
史
料
で

見
ら
れ
た
米
海
寓
が
率
い
た
「
薩
葛
」
と
の
関
係
は
、
残
念
な
が
ら
現
段
階
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
幻
)

次
に
「
索
葛
」
以
外
の
ソ
グ
ド
系
集
圏
に
関
す
る
情
報
を
惇
え
る
石
刻
史
料
と
し
て
「
何
君
政
墓
誌
銘
」
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

大
菅
の
故
鶏
田
府
部
落
長
史
何
公
の
墓
誌
銘
井
び
に
序

公
、
誇
は
君
政
、
家
は
本
大
同
の
人
な
り
。
公
、
部
落
を
主
領
す
。
:
:
:
去
る
長
興
三
年
十
二
月
一
日
、
代
州
横
水
銀
に
於
い
て
天
命
を

終
る
。
夫
人
安
氏
、
:
:
:
男
五
人
有
り
。
:
:
:
新
婦
三
人
、
長
、
安
氏
、
次
、

康
氏
、
次
、
康
氏
な
り
。

「
何
君
政
墓
誌
銘
」
の
内
容
か
ら
、
墓
主
の
何
君
政
は
、
大
同
す
な
わ
ち
唐
・
五
代
の
雲
州
を
本
貫
と
し
、
ソ
グ
ド
姓
の
何
姓
を
冠
し
て
い
た

こ
と
、
ま
た
、
何
君
政
の
夫
人
が
安
氏
で
あ
り
、
五
人
の
息
子
の
う
ち
、
三
人
の
夫
人
が
そ
れ
ぞ
れ
安
氏
・
康
氏

・
康
氏
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ

も
ソ
グ
ド
姓
同
士
で
結
婚
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
何
君
政
は
ソ
グ
ド
系
突
厭
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
何
君
政
の
肩
書
き
は
「
鶏
田
府
部
落
長
史
」
と
誌
題
に
み
え
る
。
「
何
君
政
墓
誌
銘
」
に
は
何
君
政
の
父
や
祖
父
、
曾
祖
父
の
経
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歴
は
記
さ
れ
ず
、
「
鶏
田
府
部
落
長
史
」
と
い
う
職
を
何
君
政
の
家
系
が
世
襲
し
て
き
た
事
賓
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
何
君
政
の
息
子
た

ち
が
「
鶏
回
府
部
落
長
史
」
を
世
襲
し
た
事
責
も
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
貼
、
「
索
葛
府
刺
史
」
を
世
襲
し
て
き
た
安
高
金
と
は
異
な
る
が
、

少
な
く
と
も
何
君
政
が
「
鶏
田
府
部
落
」
の
首
長
だ
っ
た
貼
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
「
鶏
田
府
」
と
い
う
名
稽
は
、

五
代
の
史
料
に
は
見
え
ず
、
{貫
に
唐
代
オ
ル
ド
ス
に
テ
ユ
ル
ク
系
の
阿
鉄
主
任
N
)

を
置
い
た
鴇
燦
州

(
犯
)

名
と
し
て
確
認
で
き
る
。
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
何
君
政
が
率
い
る
部
落
名
が
、
テ
ユ
ル
ク
系
の
阿
鉄
の
鴇
燦
州
名
の

「鶏
田
」
を
稀
し
て
い
る
の

は
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
は
、
賓
は
何
君
政
は
阿
朕
主
任
N
)

の
末
喬
で
あ
る
が
、
代
北
へ
移
住
し
て
く
る
過
程
に
お
い

て
ソ
グ
ド
系
突
肢
と
闘
係
を
結
び
、
そ
の
う
ち
何
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
解
穫
が
で
き
る
。
別
の
考
え
方
と
し
て
、
六
州
胡
の
流

れ
を
引
く
ソ
グ
ド
系
突
販
の
何
君
政
が
代
北
に
移
住
し
、
そ
の
地
に
居
た
阿
鉄

(E
H
N)
を
吸
収
し
、
と
同
時
に
彼
ら
の
奮
罵
燦
州
名
を
部
落
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名
に
仮
託
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
賭
を
裏
付
け
る
具
韓
的
史
料
は
現
段
階
で
は
な
い
の
で
、
推
測
の
域
を
で
な
い
。
と
も
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あ
れ
、
何
君
政
を
贋
義
の
ソ
グ
ド
系
突
阪
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(
お
)

最
後
に
代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
具
韓
的
な
生
活
状
況
を
記
し
た
史
料
と
し
て
「
石
金
俊
墓
誌
銘
」
が
あ
る
。

〔
石
〕
府
君
の
名
は
金
俊
、
朔
州
紳
武
川
上
方
城
の
人
な
り
。
幼
く
し
て
騎
射
を
普
く
し
、
司
馬
の
兵
法
を
習
う
。
長
じ
て
豪
侠
と
矯
り
、

牛
馬
を
遊
す
こ
と
谷
量
た
り
、
世
よ
強
族
篤
り

0

・:
:
・
荘
宗
皇
帝
、
梁
室
に
復
讐
す
る
に
泊
び
、
兵
を
孟
津
に
按
じ
、
軍
放
の
勢
を
積
し
、

銀
車
円
光
融
大
夫

・
検
校
術
書
左
僕
射
・
粂
御
史
大
夫
・
上
柱
固
に
累
遜
し
、
北
京
飛
勝
五
軍
都
指
揮
使
に
充
つ。

:
:
:
明
宗
皇
帝
は
府
君

の
現
総
の
良
勝
、
豊
浦
の
故
人
を
以
て
、
制
し
て
資
州
刺
史
を
授
く
。
針
え
て
日
く
「
臣
は
朔
漢
に
生
ま
れ
、
本
も
と
以
弓
口
口
数
。」

:
・
・
:
以
て
長
興
七
年
六
月
二
十

一
日
、
遭
疾
し
て
太
原
の
私
第
に
卒
す
、
享
年
五
十
八
。
天
一
繭
四
年
、
検
校
司
空
を
贈
ら
る
。
八
年
、
左

犠
衛
将
軍
を
贈
ら
る
。
嗣
子
は
今
の
義
州
太
守
仁
賛
な
り
。
以
て
天
一晴
三
年
十

一
月
七
日
、
卜
し
て
西
京
河
南
懸
平
山
刷
用
郷
朱
陽
里
に
遷
す
。

墓
主
の
石
金
俊
は
朔
州
を
本
貫
と
し
、

ソ
グ
ド
姓
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
貞
元
二
年

(七
八
六
)
に
雲
州
・

朔
州
に
移
住
し
た
六
州
胡
の
末
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衣
問
、
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
系
突
肢
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
誌
文
の
「
牛
馬
を
避
す
こ
と
谷
量
た
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
石
金
俊
の
朔
州
に

け
る
居
住
形
態
は
、
遊
牧
生
活
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
石
金
俊
は
代
北
の
地
に
お
い
て
遊

牧
生
活
を
保
持
し
績
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
金
俊
は
李
克
用

・
後
唐
荘
宗
・
後
唐
明
宗
に
仕
え
、
長
興
七
年

(九
三
六
)
六
月
に
卒
し
て
い

る
か
ら
、
五
代
後
唐
の
こ
ろ
ま
で
朔
州
で
石
金
俊
の

一
族
は
遊
牧
生
活
を
維
持
し
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
騎
射
技
術
を
も
っ
て
沙
陀
に
仕
え
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
同
盆
地
に
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
が
、
遊
牧
生
活
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
生
活
形
態
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
、

「
石
金
俊
墓
誌
銘
」
以

外
、
編
纂
史
料
中
に
も
そ
の
状
況
を
傍
え
る
資
料
が
あ
る
。
後
耳
目
の
成
徳
節
度
使
だ

っ
た
安
重
祭
が
、
燕
雲
十
六
州
が
契
丹
に
割
譲
さ
れ
た
後

に
、
後
耳目
高
租
へ
上
表
し
た
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
奮
五
代
史
』
巻
九
八
、
安
重
柴
崎
博
に
、

臣
、
昨
に
熟
吐
海
節
度
使
の
白
承
一
帽

・
赫
達
公
徳
等
、
各
本
族
三
高
絵
帳
を
領
し
、
麿
州
の
地
界
よ
り
奔
錆
し
王
化
す
る
に
擦
り
、
績
き

て
生
吐
深
井
び
に
浬

・
契
芯

・
雨
突
肢
の
三
部
落
、
南
北
将
沙
陀

・
安
慶

・
九
府
等
、
各
部
族
の
老
小
を
領
し
、
牛
羊

・
車
帳
・
甲
馬
を



井
せ
、
七
八
路
化
を
慕
い
蹄
奔
し
、
倶
に
五
蓋
及
び
嘗
府
の
地
界
に
至
り
巳
に
来
り
て
安
泊
す
る
を
準
る
。

と
み
え
る
。
こ
の
記
事
か
ら
「
熟
吐
淳
」
「
生
吐
淳
」
「
津
」

「契
芯」

「爾
突
欧
三
部
落
」
「
沙
陀
」
「
安
慶
」

「九
府
」
な
ど
の
大
同
盆
地
に
い

た
諸
族
の
名
が
知
ら
れ
、
ま
た
後
文
中
に
は
「
沿
河
の
黛
項
」
「
山
前
・
山
後
の
逸
利
・
越
利
」
と
い
う
諸
族
部
落
の
名
も
見
え
、
後
晋
初
期

に
お
け
る
代
北
に
い
た
諸
族
の
名
が
確
認
で
き
る
。
彼
ら
は
契
丹
の
塵
政
か
ら
の
が
れ
、
後
菅
の
領
域
に
移
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の

「各
本

族
三
蔦
絵
帳
を
領
」
す
と
か
、
あ
る
い
は
「
各
部
族
の
老
小
を
領
し
、
牛
羊

・
車
帳

・
甲
馬
を
弁
」
せ
て
や
っ
て
き
た
と
い
う
表
現
か
ら
、
彼

ら
は
部
族
単
位
で
遊
牧
生
活
を
迭

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
「
索
葛
府
」
「
鶏
回
府
」
の
存
在
し
た
場
所
も
、
代
北
、
す
な
わ
ち
雲
・
朔
州
の
聞
で
あ

っ
た
。
「
索
葛
府
」
に
つ
い
て
は
、
安
従
準

の
本
貫
が
「
索
葛
府
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二
七
八
、
明
宗
長
奥
田
年
三
月
発
未
僚
の
胡
注
に
、
宋
白
の
『
績

通
典
』
を
引
き
、
「
振
武
軍
索
葛
府
索
葛
村
」
と
記
し
て
い
る
。
晶
画
時
の
振
武
軍
の
舎
府
は
朔
州
で
あ
っ
た
か
ら
、
索
葛
は
朔
州
管
内
に
存
在

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
鶏
回
府
」
の
場
所
で
あ
る
が
、
何
君
政
の
本
貫
が
大
同
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
は
雲
州
付
近
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
安
慶
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
『
宋
史
」
巻
一
八
七
、
兵
志
、

禁
軍
上
、
建
隆
以
来
之
制
、
騎
軍
僚
に
、
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安
慶
直
、

四
つ
。
太
原
に
一
、
澱
〔
州
〕
に
三
。
太
平
輿
園
四
年
、
雲
・
朔
及
び
河
東
よ
り
蹄
明
せ
る
安
慶
の
民
を
遷
し
井

・
滋
等
州
に

分
屯
せ
し
め
、
給
す
る
に
土
田
を
以
て
す
。
薙
照
四
年
立
つ。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
雲
一
州
・
朔
州
の
聞
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
大
同
盆
地
に
は
、
五
代
後
亙
日
時
期
に
い
た
る
ま
で
確
賓
に
遊
牧
生
活
を
維
持
し
て
い
た
諸
族
が
存
在
し
て
お
り
、
安
首
問
金
や
何

君
政
、
石
金
俊
と
い
っ
た
も
と
も
と
大
同
盆
地
に
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
や
、
さ
ら
に
は
表
1
で
示
し
た
ソ
グ
ド
系
突
肢
も
、
も
と
も
と
は
同
様

に
遊
牧
生
活
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
潜
在
的
に
騎
射
技
術
を
有
し
て
お
り
、
中
国
で
興
っ
た
王
朝
は
彼
ら
の
そ

の
技
術
を
軍
事
力
と
し
て
利
用
し
、
王
朝
の
建
国
や
勢
力
媛
大
に
役
立
て
た
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
こ
れ
ら
の
代
北
に
あ
っ
た
ソ
グ
ド
系
武
人
集
圏
は
五
代
以
降
、
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
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ぃ
。
こ
れ
ら
の
集
圃
は
遼
へ
吸
収
さ
れ
た
も
の
と
、
宋
へ
吸
牧
さ
れ
た
も
の
と
が
判
明
し
て
い
る
。
『
遼
史
』
巻
三
四
、
兵
衛
志
上
に
よ
れ
ば
、

紳
鼎
山
元
年

(九
二
ハ
)
、
突
厩
・
吐
海
・
蕪
項
・
小
蕃
・
沙
陀
諾
部
を
親
征
し
、

戸
一

高
五
千
六
百
を
伴
う
。
振
武
を
攻
め
、
勝
に
乗
じ
て

東
し
、
蔚

・
新
・
武

・
矯

・
儒
五
州
を
攻
め
、
件
獲
す
る
も
の
勝
げ
て
紀
す
べ
か
ら
ず
、
命
に
従
わ
ざ
る
者
を
斬
る
こ
と
寓
四
千
七
百
級

た
り
。
こ
と
ご
と
く
代
北

・
河
曲
・
陰
山
の
衆
を
有
し
、
遂
に
山
北
八
軍
を
取
る
。

と
見
え
、
紳
加
元
年
(
九

一
六
)
に
契
丹
は
振
武
(
朔
州
)
へ
侵
攻
し
、
大
同
盆
地
に
い
た
突
厭

・
吐
津

・
黛
項
・
小
蕃

・
沙
陀
諸
部
の

一
部
を

契
丹
の
支
配
下
に
組
み
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
鈷
で
は
ソ
グ
ド
系
突
阪
の
集
園
の
名
は
現
れ
な
い
。
そ
の
後
、
大
同
盆
地
に

い
た
諸
族
が
契
丹
の
直
接
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
は
、
代
北
の
地
が
燕
雲
十
六
州
と
し
て
契
丹
に
譲
渡
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
時
、

契
丹
の
支
配
を
き
ら
っ
た
一
部
の
沙
陀
や
ソ
グ
ド
系
突
厭
の
安
慶
な
ど
が
後
菅
に
亡
命
し
て
き
た
事
賓
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

宋
代
に
な
っ
て
も
代
北
に
は
ソ
グ
ド
系
突
肢
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二

O
、
太
宗
、
太
卒
興
国

代
州
一
言
え
ら
く
、
契
丹
の
安
慶
府
主
安
海
進
来
た
り
て
内
附
せ
ん
こ
と
を
求
む
、
と
。
蝋
書
を
以
て
之
に
賜
う
。
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四
年
九
月
僚
に
、

と
見
え
、
太
平
興
園
田
年
(
九
七
九
)
の
段
階
で
、
代
北
に
は
依
然
と
し
て

「安
慶
府
」
と
稽
す
る
集
園
が
い
た
。
こ
の
府
主
が
安
海
進
と
い

う
ソ
グ
ド
姓
を
持
っ
て
い
る
黙
と
、
安
慶
が
唐
末
以
来
見
ら
れ
た
ソ
グ
ド
と
関
係
す
る
集
闇
と
同

一
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ソ
グ
ド
系
突
阪
が

宋
代
初
期
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
北
宋
へ
亡
命
し
て
き
た
こ
の
「
安
慶
府
」
集
園
は
、
そ
の
後
、

宋
朝
の

禁
軍
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
先
に
引
用
し
た
「
宋
史
』
巻
一
八
七
、
丘
志
、
禁
軍
上
、
建
隆
以
来
之
制
、
騎
軍
保
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

さ
ら
に
『
元
憲
集
』
巻
二
八
に
は
、
「
賜
石
州
安
慶
府
都
督
康
興
進
乾
元
節
馬
勅
書
」
「
賜
満
州
安
慶
府
都
督
安
美
等
進
上
寧
競
馬
勅
書」

な

ど
と
見
え
、
宋
代
の
河
東
に
配
置
さ
れ
た
安
慶
直
が
、
再
び
安
慶
府
と
名
を
饗
え
、
康
興
や
安
美
と
い

っ
た
ソ
グ
ド
姓
を
冠
す
る
者
に
統
率
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
『
宋
史
」
巻
一
八
七
、
兵
志
一
、
禁
軍
上
、
建
隆
以
来
之
制
、
騎
軍
僚
に
、

三
部
落
、
指
輝
一
つ
。
太
原
。
太
平
興
国
四
年
、
幽
州
を
親
征
す
る
や
、
雲
・
朔
・
感
等
州
部
落
を
井
州
に
遷
し
、
因
り
て
立
つ
。



と
あ
り
、
太
平
興
園
四
年

(
九
七
九
)
に
太
宗
が
幽
州
を
親
征
し
た
際
、
雲

・
朔
・
感
州
な
ど
の
部
落
を
井
州
に
、
蓮
し

「
三
部
落
」
な
る
禁
軍

を
編
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
名
稀
か
ら
「
沙
陀
三
部
落
」
と
密
接
な
開
係
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

宋
朝
は
五
代
の
歴
史
を
動
か
す

原
動
力
で
あ
っ
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
と
沙
陀
の
軍
事
力
を
禁
軍
に
取
り
込
ん
で
い
た
事
賓
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

お

わ

本
稿
の
考
察
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
(
一
)
唐
末
に
河
東
遁
北
部
で
勢
力
を
伸
張
し
た
沙
陀
に
は
、
多
く
の
ソ
グ
ド
姓
を
持

つ
武
人
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
ら
は
貞
元
二
年
(
七
八
六
)
に
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た

「
六
州
胡
」
の
末
喬
で
あ
る
。
(
二
)
「ム
ハ

州
胡
」

と
は
、
東
突
厩
第
一
カ
ガ
ン
園
の
瓦
解
と
と
も
に
生
み
出
さ
れ
た
突
厭
遺
民
で
、
も
と
も
と
東
突
厭
に
集
園
で
従
属
し
て
い
た
ソ
グ
ド

人
で
あ
る
。
こ
の
ソ
グ
ド
人
は
、
北
ア
ジ
ア
で
突
厭
や
そ
の
他
の
遊
牧
系
民
族
と
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
や
が
て
遊
牧
文
化
を
身
に
つ
け
、

ま

た
騎
射
技
術
を
獲
得
し
、
軍
事
的
能
力
を
潜
在
的
に
有
す
る
存
在
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
ら
を
ソ
グ
ド
系
突
阪
と
呼
ぶ
。
(
三
)

ソ
グ
ド
系
突
肢
の
代
北
移
動
後
に
沙
陀
も
同
じ
地
域
へ
移
住
し
た
。
こ
の
沙
陀
を
中
心
と
し
て
、
代
北
に
居
住
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
突
厭
や
そ
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の
他
の
代
北
に
居
た
遊
牧
系
諸
族
が
ま
と
ま
っ
た
の
は
黄
巣
の
乱
時
で
あ
る
。
こ
の
時
、

ソ
グ
ド
系
突
厭
は
薩
葛
(
索
葛

・
醇
葛
)、
安
慶
と
い

う
「
部
落
」
名
で
沙
陀
に
従
属
し
た
。
(
四
)
五
代
時
期
に
お
い
て
も
代
北
に
は
「
部
落
」
皐
位
で
遊
牧
生
活
を
迭
っ
て
い
る
ソ
グ
ド
系
突
厭

が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
集
園
は
後
唐

・
後
菅
と
い
っ
た
沙
陀
系
王
朝
の
必
要
に
感
じ
、
首
長
が
部
落
民
を
率
い
て
各
政
権
に
参
加
し
て
い
た
。

こ
れ
が
、
沙
陀
系
王
朝
の
軍
事
力
を
支
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
五
)
後
菅
が
い
わ
ゆ
る
燕
雲
十
六
州
を
契
丹
に
割
譲
し
た
後
、

こ
れ
ら
の
代
北
に
居
住
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
突
阪
は
契
丹
に
従
属
す
る
も
の
と
、

も
の
も
あ
っ
た
。
宋
朝
が
成
立
し
た
後
も
、
代
北
か
ら
宋
朝
へ
亡
命
し
て
く
る
ソ
グ
ド
系
突
厭
が
あ
り
、
宋
朝
は
こ
の
よ
う
な
ソ
グ
ド
系
突
欧

一
部
は
雁
門
闘
を
越
え
て
南
下
し
、
後
音
に
亡
命
し
て
き
た

を
禁
箪
に
編
成
し
、
北
遁

・
西
北
遺
防
衛
の
た
め
に
河
東
の
中
南
部
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
。
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註(
l
)

ソ
グ
ド
姓
と
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
「
昭
武
九
姓
」
の
語
で

使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
と
同
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
園
へ
来
た
ソ

グ
ド
人
が
そ
の
出
身
オ
ア
シ
ス
都
市
の
漢
名
に
よ
っ
て
名
乗
っ
た
溺

特
な
漢
字

一
字
姓
で
あ
る
。
例
え
ば
、
安
姓
は
ブ
ハ
ラ
、
康
姓
は
サ

マ
ル
カ
ン
ド
の
ソ
グ
ド
人
が
名
乗
っ
た
姓
で
、
以
下
、
米
姓
は
マ
|

イ
ム
ル
グ
、
史
姓
は
キ
ッ
シ
ユ
、
石
姓
は
タ
シ
ユ
ケ
ン
ト
、
何
姓
は

ク
シ
ャ

1
ニ
ヤ
、
加
国
姓
は
カ
ブ
|
ダ
ン
、
皐
姓
は
パ
イ
カ
ン
ド
な
ど

が
そ
れ
に
嘗
て
は
ま
る
。
こ
の
他
に
羅
姓
や
穆
姓
な
ど
を
ソ
グ
ド
姓

と
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
か
ら
東
方

へ
移
住
し
、
世
代
を
経
た
ソ
グ
ド
人
の
後
簡
を
ソ
グ
ド
系
と
呼
ぶ
こ

と
と
す
る
。

(2
)

中
園
へ
移
住
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人
は
、
彼
ら
濁
特
の
姓
を
名
乗
り
、

ま
た
ソ
グ
ト
人
同
士
で
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
な
ど
、

比
較
的

「
稜
」
の

保
存
を
維
持
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
奈
鴻
生

一
九
九
八
、
程
越

一

九
九
四

(二
四
|
二
五
頁
)
参
照
。

ま
た
、
漢
文
史
料
に
現
れ
る
ソ

グ
ド
姓
を
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
判
断
す
る
基
準
に
つ
い

て
は
森
部
二

0
0
二
(
二
二

l
二
三
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

現
在
、
大
同
盆
地
と
怖
{
疋
盆
地
を
隔
て
る
山
脈
を
恒
山
と
呼
ぶ
が
、

唐
代
で
は
山
脈
の
名
裕
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『元
和
郡
懸
園

志
」
巻
一
四
、

代
州
僚
に
、

古
井
州
之
域
。
:
・
・
『
史
記
』
日
「
:
:
・
則
遡
有
代
・
句
注
之

北
。
」
今
按
句
注
在
州
西
北
三
十
五
皇
、
雁
門
際
界
西
陵
山
是

也
。

と
見
え
、

ま
た
同
書
、
代
州
、
句
注
山
僚
に
、

句
注
山
、
一
名
西
陛
山
、
在
豚
西
北
三
十
盟
主。

と
見
え、

現
在
の
恒
山

(山
脈
)
を
句
注
山
、
あ
る
い
は
西
陸
山
の

名
で
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
。

(
4
)

原
名
は
大
武
軍
。
調
露
二
年
に
紳
武
軍
、
天
授
二
年
に
卒
秋
軍
、

そ
し
て
大
足
元
年
に
大
同
軍
と
改
稿
し
た
。

(
5
)

こ
の
事
賓
は
桑
原
一
九
二
六
が
筒
寧
に
ふ
れ
、
そ
の
後
小
野
川

一

九
四
二
が
論
じ
、
近
年
に
い
た

っ
て
徐
庭
雲
一
九
九
三
、
王
義
康

一

九
九
七
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
編

纂
史
料
を
中
心
と
し
た
分
析
で
あ
り
、
既
存
の
、
あ
る
い
は
中
華
人

民
共
和
国
成
立
以
後
に
接
見
さ
れ
た
新
出
の
石
刻
史
料
は
利
用
さ
れ

て
い
な
い
。

(
6
)

六
胡
州
の
地
理
的
沿
革
に
つ
い
て
は
鉦
仲
勅
一
九
八
四
、

王
北
辰

一
九
九
二
、
王
義
康

一
九
九
八
、
劉
統
一
九
九
八

(六
一一一
1
1
七

O

頁
)
参
照
。
ま
た
、
六
胡
州
の
住
民
に
つ
い
て
は
築
新
江

一
九
九
九

(九
一一
一
|
九
五
頁
)
、
六
胡
州
で
起
き
た
六
州
胡
の
反
乱
に

つ
い
て

は
、
羽
田
一
九
二
三
、
小
野
川

一
九
四
二
、
張
庚
達

一
九
八
六
、
周

偉
洲

一
九
八
八
を
参
照
。

(
7
)

墓
誌
録
文
は
寧
夏

一
九
八
八
参
照
。

(
8
)

寧
夏

一
九
八
八
。

(
9
)

小
野
川

一
九
四
二
、
張
庚
達
一
九
八
六
、
周
偉
洲

一
九
八
八
な
ど

の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
六
州
胡
は
ソ
グ
ド
人
と
し
て
い
る。

(
日
)
巳

E印

O

ロ
一
九
七
二
、

三
九
四
頁。

嘗
該
詩
句
は
閥
特
勤
碑
文

・

東
面
三
一

行
、
耽
伽
可
汗
碑
文

・
東
面
二
四
行
に
見
え
る
。
雨
碑
文

に
つ
い
て
は
小
野
川
一
九
四
三
お
よ
び

斗
兵

5
一
九
六
八
を
参
照
。
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(
日
)
プ
ハ
ラ
出
身
の
ソ
グ
ド
人
が

「安
息
」
を
本
貫
と
し
て
仮
託
し
た

事
貧
に
つ
い
て
は
、
桑
原
一
九
二
六
参
照
。

(
ロ
)

越
振
華
・
朱
亮
一
九
八
二
参
照
。

(
日
)
大
庭
一
九
六
て
朱
雷
一
九
八
二
参
照
。

(
凶
)

な
お
、
同
様
の
概
念
に
つ
い
て
は
斉
藤
勝
氏

(
清
泉
女
子
大
)
や

中
田
裕
子
氏
(
龍
谷
大

・
院
)
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
米
後
表
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
情
報
を
、
本
人
か
ら
直
接
、

あ
る
い
は
間
接
に
知
っ
た
。

(
日
)
ソ
グ
ド
姓
を
名
乗
り
、
明
ら
か
に
ソ
グ
ド
以
外
の
種
族
を
名
乗
る

者
と
し
て
、
史
憲
誠
(
美
、

『奮
唐
書
』
巻

一
八

二
、
何
建

(週
鶴
、

『
奮
五
代
史
」
巻
九
四
)
が
奉
げ
ら
れ
る
。

(
凶
)
緩
振
玉

『京
畿
家
墓
遺
文
』
巻
中
(
民
圏
中
、
緩
氏
刊
行
)。

現

在、

『石
刻
史
料
新
編
』
(
新
文
笠
出
版
公
司
、
一
九
七
七
)
に
所
枚
。

(
げ
)
森
部
一

九
九
七
、
同

一
九
九
人
参
照
。

(
児
)
森
部
一

九
九
七
参
照
。

(
印
)
沙
陀
の
代
北
へ
の
移
住
過
程
は
、
沙
陀
に
関
し
て
最
も
詳
細
な
情

報
を
有
す
る
『
新
唐
書
』
巻
一
一
一
八
、
沙
陀
停
に
依
援
し
つ
つ
、

『奮
五
代
史
』
巻
二
五
、
武
皇
紀
上
お
よ
び

『資
治
通
鑑
』
の
開
連

記
事
を
参
照
し
、
さ
ら
に
近
年
公
刊
さ
れ
た
李
克
用
墓
誌
銘
も
利
用

す
る
。

(
初
)
『
奮
五
代
史
』
巻
二
五
、
武
皇
紀
上
で
は
、
沙
陀
の
始
祖
を
抜
野

と
す
る
が
、
欧
陽
惰
は
『
新
唐
書
」
沙
陀
停
を
編
集
し
た
際
、
こ
の

説
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
沙
陀
は
沙
陀
突
阪
と
も
い
う
。

『醤
唐
書
』
巻
一
四
、
懲
宗
本
紀
、
元
和
三
年
六
月
丁
丑
僚
に
、

丁
丑
、
沙
陀
突
阪
七
百
人
指
其
親
鷹
蹄
振
武
節
度
使
活
希
朝
、

乃
授
其
大
首
長
易
勤
河
波
陰
山
府
都
督
。

と
み
え
、

『嘗
唐
書
」
編
纂
時
か
ら
「
沙
陀
突
厭
」
の
呼
び
名
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(
幻
)
『
資
治
通
鑑
』
で
は
先
天
元
年

(七
一
一
一
)
一
一
一
月
と
開
元
二
年

(七

一
四
)
一

一一
月
に
沙
陀
金
山
が
入
朝
し
た
記
事
を
載
せ
、
沙
陀

金
山
の
生
存
が
開
元
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

(n)
『
安
緑
山
事
跡
」
巻
中
に
、

以
河
西
・
腕
右
節
度
使

・
西
卒
王
寄
好
翰
鴬
副
元
帥
、
領
河
・

融
諸
蕃
部
落
奴
刺
・

額
鉄

・
朱
耶
・

契
志

・
海

・
蹄
林

・
柔

結

・
沙
陥

・
蓬
子
・
庭
蜜
・
吐
谷
津

・
恩
結
等

一
十
三
部
落
、

督
蕃
漠
兵
二
十
一

薦
人
千
人
銀
於
溢
開
。

と
あ
る
。

(
お
)
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
三
、
信
宗
乾
符
五
年
十
月
脇陣
。
『
奮
唐
書
』

巻

一
九
下
、
億
宗
本
紀
は
、
こ
の
詔
を
乾
符
四
年
十
月
と
す
る
。

(μ)
沙
陀
曾
長
の
「
李
友
金
」
、
安
慶
曾
長
の
「
史
敬
存
」
は

『奮
唐

書
』
巻

一
九
下
、
億
宗
本
紀
に
よ
り
補
足
。

(
お
)
『
奮
唐
書
」
巻
一
九
下
、

信
宗
本
紀
、
贋
名
元
年
六
月
係
、
『資

治
通
鑑
』
巻
二
五
三
、
信
宗
慶
明
元
年
六
月
庚
子
保
参
照
。
こ
の

前
々
年
の
乾
符
五
年
十
月
に
李
克
用
討
伐
の
詔
が
下
さ
れ
た
と
き
、

沙
陀
曾
長
の
李
友
金
、
{
女
慶
酋
長
の
史
敬
存
、
薩
葛
酋
長
の
米
海
高

は
唐
朝
側
に
い
た
が
、
康
明
元
年
の
時
給
で
は
、
李
克
用
と
と
も
に

唐
朝
へ
時
順
し
て
い
る
。
こ
の
二
年
間
の
い
つ
、
沙
陀

・
安
慶

・
薩

葛
が
李
克
用
に
従
属
し
た
の
か
、
現
存
す
る
記
録
か
ら
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
唐
末
の
混
乱
に
よ
り
、

『奮
唐
書
』
『
奮
五
代

史
』
『
新
唐
書
』
『
新
五
代
史
』
を
編
纂
す
る
際
に
誤
っ
た
情
報
を
記
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し
た
可
能
性
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
沙
陀

・
安
慶

・
薩
葛
は

一
貫
し

て
唐
朝
側
に
つ
い
て
い
た
か
、
一
貫
し
て
李
克
用
に
従
属
し
て
い
た

か
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
『
奮
唐
書
』

で
は
「
相
官
稽
」
、

『奮
五
代
史
』
で
は
「
盛
正
」
と
す

る
。

(
幻
)
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
回
、
億
宗
中
和
元
年
二
月
係
。
鋒
州
に
至

っ
た
陳
景
思
の
軍
は
、

『奮
唐
書」

巻

一
九
下
、
信
宗
本
紀
、
中
和

元
年
二
月
僚
で
は
、

代
州
北
面
行
管
都
監
押
陳
景
息
率
沙
陀
・
薩
葛

・
安
慶
等
三
部

落
輿
吐
布
陣
之
衆
三
官
同
赴
援
開
中
、
次
緯
州
。
沙
陀
首
領
翠
稽

(槌
積
)
倖
掠
絡
州
叛
還
、

景
恩
知
不
可
用
。

と
見
え
、
ま
た

『新
唐
書
』
巻一一

一
八
、
沙
陀
停
に
も
、

〔
陳
〕
景
恩
問
天
子
西
、
乃
輿
〔
李
〕
友
金
料
騎
五
千
入
居
絡
、

兵
燈
劫
格
自
私
。

と
あ
り
、
終
州
で
略
奪
行
筋
を
働
い
た
上
で
代
北
へ
戻
っ
た
と
記
す
。

(
お
)
『
答
唐
書
』
巻
一
九
下
、
康
明
元
年
六
月
僚
に
、

六
月
、
代
北
行
管
招
討
使
李
琢

・
幽
州
節
度
使
李
可
患
・
吐
淳

首
領
赫
連
鐸
等
軍
討
李
克
用
於
雲
州
。
時
克
用
令
其
大
将
軍
捕
時

文
達
守
蔚
州
、
高
文
集
守
朔
州
。
吐
海
赫
連
鐸
達
人
説
高
文
集

令
蹄
園
、
文
集
奥
沙
陀
首
領
李
友
金

・
薩
葛
都
督
米
海
高

・
安

慶
都
督
史
敬
存
以
前
蔚
州
蹄
款
於
李
琢
。

と
記
さ
れ
、
同
一
の
記
事
に
附
し
て
『
奮
五
代
史
』
巻
二
五
、
武
皇

紀
上
、
庚
明
元
年
春
僚
で
は
、

康
明
元
年
春
、
天
子
復
命
元
帥
李
揮
降
、
率
兵
数
高
屯
代
州
。
武

皐
令
軍
使
傍
文
達
起
兵
於
蔚
州
、
朔
州
刺
史
高
文
集
輿
藤
葛

・

安
慶
等
部
勝
、
縛
文
達
迭
於
李
淑
。

と
見
え
る
。
「
索
葛
」
は
{
女
従
進
の
本
貫
と
し
て
現
れ
る
語
で
あ
る

(
『
新
五
代
史
」
巻
五
一
、
安
従
進
停
)
。
こ
の
三
語
の
編
纂
史
料
に

お
け
る
使
用
例
に
つ
い
て
は
、
森
部
二
O
O
一
(
五
六
頁
)
参
照。

(
鈎
)

「
耳目故
均
州
刺
史
光
縁
大
夫
検
校
司
徒
粂
御
史
大
夫
上
柱
園
開
国

男
食
邑
三
百
戸
安
府
君
墓
誌
」
。
森
部
二

O
O
一
(
二
|
三

O
頁
)

参
照
。

ま
た
、
墓
誌
銘
拓
本
官
何
巽
は

『洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
輯
縄
』

(中
圏
一枇
舎
科
挙
出
版
祉
、

一
九
九
一
年
、
七
二
四
頁
)
お
よ
び

『
陪
唐
五
代
墓
誌
匿
編
』
洛
陽
巻
一
五
(
天
津
古
籍
出
版
祉
、

一
九

九

一
年
、
一
四
八
頁
)
に
所
収
。

(
鈎
)
「
大
耳
目
洛
京
故
陳
留
際
君
何
氏
墓
志
銘
文
井
序
」
。
森
部
二
0
0

一
(三
0
1
四
三
頁
)
参
照
。
ま
た
、
墓
誌
銘
拓
本
官
局
長
は

『洛
陽

出
土
歴
代
墓
誌
輯
縄
』
(
中
園
枇
曾
科
撃
出
版
枇
、

一
九
九

一
年、

七
二
五
頁
)
お
よ
び

『陪
唐
五
代
墓
誌
匿
編
』
洛
陽
巻

一
五
(
天
津

古
籍
出
版
枇
、
一
九
九

一
年
、
一

四
九
頁
)
に
所
収
。

(
幻
)
「
大
耳
目
故
鶏
田
府
部
落
長
史
何
公
墓
誌
銘
井
序
」
。
森
部
二
0
0

一
(
四
三
|
五
六
頁
)
参
照
。
ま
た
、
墓
誌
銘
拓
本
窮
奨
は

『階
唐

五
代
墓
誌
陸
編
』

山
西
巻

(
天
津
古
籍
出
版
枇
、
一
九
九

一
年
、

一

八
二
頁
)
に
所
枚
。

(
M
M
)

『新
唐
書
」
忠告四
三
下
、
地
理
志
参
照
。

(
お
)
「
大
周
故
北
京
飛
勝
五
軍
都
指
揮
使
銀
青
光
職
大
夫
検
校
司
空
粂

御
史
大
夫
上
柱
園
姶
左
察
衛
将
軍
石
公
(
金
俊
)
妻
河
南
軍
太
夫
人

元
氏
墓
誌
銘
井
序
」
(
『千
唐
誌
融
制
裁
誌
』
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八

四、

一
二
三
五
頁
)
。
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文
厳
目
録

一

日

文

(
五
十
音
順
)

石

見

清

裕

二

O

O

O
一
「
唐
代
「
沙
陀
公
夫
人
阿
史
那
氏
墓
誌
」
誇
註
・
考
察
」

『村
山
吉
康
敬
授
古
稀
記
念
中
園
古
典
準
論
集
』
、
汲
古
書
院、

一一一
六

一
|
三
八
二
頁
。

一
九
六

一
一
「
敦
建
設
見
の
張
君
義
文
書
に

つ
い
て
」↓
『
唐
告
身
と
日
本
古
代
の
位
階
制
』
、
李
校
法
人
皇
撃
館
出
版
部
、
二
O
O
三
、
一
一一一

九

|
一
一四
九
頁
。

一
九
四
五
一

「後
唐
明
宗
と
奮
奮
(
上
)
」
『東
洋
史
研
究
』
九
|
四
、

五
O
|
六
二
頁
。

一
九
四
八
一
「
後
唐
明
宗
と
奮
習

(下
)」
『
東
洋
史
研
究
」

一
O
|
二
、
二
九
|
四
O
頁

一
九
五
一

一
「
チ
ユ
ル
ク
族
の
始
祖
随
時
説
に
つ
い
て
|

|
沙
陀
朱
耶
氏
の
場
合
|

|
」
『史
林
」
三
四

三
、
四
O
|
五
三
頁
。

一
九
四
二

一「
河
曲
六
胡
州
の
沿
革
」
「東
亙
人
文
祭
報
』
一

|
四
、
九
五
七
|
九
九
O
頁
。

一
九
四
三

一「
突
厭
碑
文
誇
註
」

『満
蒙
史
論
叢
」
四
、
二
四
九
|
四
二
五
頁
。

一
九
二
六
・

「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
往
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
↓
『桑
原
隊
戴
全
集
」
二
、
岩
波
書
底
、
一

九
八
六
、
二
七
O
|
三
六
O

頁
。

一
九
一一一一一

一
「
漠
北
の
地
と
康
園
人
」
↓
『羽
田
博
士
史
筆
論
文
集
』
上
・

歴
史
篇
、
東
洋
史
研
究
舎
、
一

九
五
七
、
三
九
五
|
四
O
五
頁
。

一
九
七

一
a
一
「
唐
代
の
代
北
の
李
氏
に
つ

い
て
|

|
沙
陀
部
族
考
そ
の
三

|
|
」
『有
明
工
業
高
等
専
門
向
学
校
紀
要
』
七、

三

(
四
)|
七

六

(
こ

頁
。

一
九
七

一
b
・
「
唐
代
に
お
け
る
沙
陀
部
族
の
成
立
|

|
沙
陀
部
族
考
そ
の

一
l
l|
」

『有
明
工
業
高
等
専
門
拳
校
紀
要
』
八、

一
七

(
囚
)

|

二
一
O
(
一
)
頁
。

一
九
七
四
一
「
吐
魯
番
後
見
朱
耶
部
落
文
書
に
つ
い

て
|

|
沙
陀
部
族
考
そ
の

一
(補
選
)
|

|
」
『有
明
工
業
高
等
専
門
拳
校
紀
要」

六

(
七
)|

一
O
一
一
(
一
)
頁
。

一
九
七
五

一
「
唐
代
に
お
け
る
沙
陀
部
族
の
建
頭
|
|
沙
陀
部
族
考
そ
の
二
|
|
」

「有
明
工
業
高
等
専
門
拳
校
紀
要
」

〔
附
記
〕

大
庭

岡
山奇

I I 
小
野
川
秀
美

桑
原

室~~
永田

691 

本
稿
は
平
成
十
四
年
度
東
洋
史
研
究
舎
大
舎

(
京
大
曾
館
)
で

の
口
頭
後
表
の
原
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
曾
後
表
終

了
後
、
毛
利
英
介
氏

(京
都
大
準
大
曲
学
院
博
士
課
程
)
か
ら
、

『元
憲
集
』
に
見
え
る
安
慶
に
関
す
る
情
報
を
数
示
い
た
だ
い

た
。
こ
こ
に
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

{宥精
郎

F得
議

芳 亨

一一

、
三
四

(三
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こ

二

二

八

(二
七
)
頁
。

一
九
六
五
一

「
東
突
版
図
家
内
部
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
」↓
『古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
』
I
、
山
川
出
版
社
、
六

一
|
九
三
頁
。

一
九
九
七
一
「
貌
博
節
度
使
何
弘
敬
募
誌
銘
試
務
」『
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
ア
ジ
ア
史
論
集
』
、
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員

舎、

一
二
五
一

四
七
頁
。

二
O
O
一
一
「
後
耳
目
安
高
金

・
何
氏
夫
妻
墓
誌
銘
お
よ
び
何
君
政
墓
誌
銘
」

『内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
」

二
O
O
二

・
「
唐
代
河
北
地
域
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
住
民
」
『
史
境
』
四
五
、

二
O
l
三
七
頁
。

森
部
製

・
石
見
消
裕

二
O
O三
一
「
唐
末
沙
陀
李
克
用
墓
誌
謬
注

・
考
察
」

「内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
」
一

八、

K
M
iえ

ιub4
a
、

討

問

山

川

刀

イ

ソ

森

部

控

一-'-ノ、

一
|
六
九
頁
。

一
七
|
五
二
頁
。

中
文

(ピ
ン
イ
ン
順
)

鴻
生

一
九
九
八
一
『
唐
代
九
姓
胡
輿
突
版
文
化
』
、
中
華
書
局
。

家
義

二
O
O
一
一
「
沙
陀
族
歴
史
雑
探
」
『
民
族
研
究
』
二

O
O
一
ーー
一
、
七

一
|
八

O
頁
。

越

一

九
九
四

一
「
従
石
刻
史
料
看
入
華
粟
特
人
的
漢
化
」

『史
製
月
刊
』
一

九
九
四

一
、
二
二

二

七
頁
。

文
穆

一
九
九
七
一
「
閥
於
沙
陀
内
選
的
幾
個
問
題
」

『姻
蓋
師
範
同
学
院
内
学
報

(折口一壮版
)』一

九
九
七
|
四
、
三
八
|
四
二
頁
。

|

|

二

0
0
0
二
唐
末
五
代
的
代
北
集
園
』
、
中
園
文
聯
出
版
社
。

|
|

二
O
O
二

一
「
試
論
唐
末
五
代
代
北
集
図
的
形
成
」
『民
族
研
究
』
二

O
O
二
|
二
、
五
四
1

六
二
頁
。

捕
時
集
成
一
九
六
五
一
「
沙
陀
之
漠
化
」
『
漢
唐
史
論
集
』
、
聯
経
出
版
事
業
公
司
、

一
九
七
七
、
一
一
一
一
九

三
三
八
頁
。

劉

統

一
九
九
八
.
『唐
代
判
明
瞭
府
州
研
究
』
、
西
北
大
挙
出
版
枇
。

問中
夏
目
族
自
治
医
博
物
館

一
九
八
八
一
「
寧
夏
臨
池
唐
慕
後
掘
削
報
」

「文
物
』
一

九
八
八
九
、
四
三
|
五
六
頁。

紐

仲
勅

一
九
八
四
一
「
六
胡
州
初
探
」

『西
北
史
地
』
一

九
八
四
|
四
、
六
九
|
七
二
頁
。

楽

新

江

一
九
九
九

『中
古
中
園
輿
外
来
文
明
』
、
生
活
・
誠一
番

・
新
知
三
聯
書
庖
、

二
O
O
一
。

木
林
郁
盟

一
九
九
八
・
「
略
論
唐
代
護
州
和
河
北
」

『漠
唐
長
安
輿
黄
土
高
原
』
、
限
西
師
範
大
挙
中
園
歴
史
地
理
研
究
所
、

二
五
八

二
六
五
頁
。

王

北

辰

一
九
九
二

一
『王
北
辰
西
北
歴
史
地
理
論
文
集
』
、
準
苑
出
版
祉
、
二

0
0
0。

王

義

康

一

九
九
五
「
沙
陀
漠
化
問
題
再
評
債
」

『隊
商
師
範
大
島
一
息
子
報
』
一

九
九
五
|
四
。

一
九
九
七
一
「
後
唐
、
後
督
、
後
漢
王
朝
的
昭
武
九
姓
胡
」

『西
北
民
族
研
究
』
一

九
九
七
|
二
、

一
O
六
l
一一一一一
頁
。

一
九
九
八

一
「
六
胡
州
的
安
遜
輿
六
州
的
種
族
」

『中
園
歴
史
地
理
論
叢
』
一

九
九
八
|
四
、
一
四
九
|
一
五
六
頁
。
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rallyoccurring settlements or a pre-existing social organizations

THE SOGDIAN TURKS AND SHATUO IN DAIBEI DURING

　　

THE LATE TANG AND FIVE DYNASTIES PERIODS

　　　　　　　　　　　　　　　

MORIBE Yutaka

　　

This articleargues the causes of the extension of the power of the Shatuo

沙陀who eventually established the Later Tang regime of the Five Dynasties,

through an analysis of the Sogdian Turks who were active in northern China from

the second half of the Tang Dynasty. The Shatuo, who settled in the northern

portion of Hedong 河東after leaving Gansu 甘粛and crossing the Ordos early in

the ninth century, were not ａ particularlypowerful group at the time. However,

with the rebellion of Huang Chao 黄巣at the close of the Tang, the Shatuo rapidly

extended their power. It has been noted that one of the causes behind the ｅχpan-

sion was the absorption of many warriors with Sogdian names.　These Sogdian

warriors were the descendants of Liuzhou-Hu 六州胡, who had immigrated to

Daibei代北in the second year of the Zhenyuan 貞元era (786). The Liuzhou-Hu

were ａremnant of the Turkic people, who had been created out of the collapse of

the firstEastern Turkish khanate. They were originallya Sogdian people who had

submitted collectivelyto the Eastern Turks. Under the mutual influence of the

Turks and other nomadic peoples of northern Asia, they adopted nomadic culture,

acquired the techniques of equestrian archery and became ａ potential military

force. Itis in this sense that they are referred to as Sogdian Turks in this article.

The Sogdian Turks appeared in Daibei in nomadic settlements called Sage 薩葛

(Suoge索葛and χuege 藤葛), Anqing安慶, Jitian鶏田, and they lived ａ com-

munal nomadic ｅχistencein the Five Dynasties period。These groups responded to

needs of the Shatuo dynasties such as the Later Tang 後唐and Later Jin 後晋by

participatingfa the regimes as ａcommunal group led by a chieftain.It may be sur-

mised that they sustained 出ｅ military power of the Shatuo dynasties. After the

Later Jin ceded what is known as the sixteen prefectures of Yanyun 燕雲十六州

to the Khitai契丹, the Sogdian Turks livingin the Daibei submitted to the Khitai,

wMe others of them moved south and passed through the Yanmen 雁門barrier

seeking asylum within the Later Jin state. Following the establishment of the Song

宋dynasty, there were also some Sogdian Turks who left Daibei seeking asylum

with the Song. The Song organized these Sogdian Turks into royal guard units
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that were stationed in 出ｅ central portion of southern Hedong as ａdefense against

the Xixia西夏and the Khitai.

DISINTEGRATION FROM THE PERIPHERY： HILL PEOPLES AND

　　　　

THE QING ANNEXATION OF SIPSONG PANNA IN 1729

　　　　　　　　　　　　　　　　

ChristianDaniels

　　

During the 1720s the Qing began to activelyassert more bureaucratic control

over Southern Yunnan by replacing some smaller Tai (Dai) politieswith regular

imperial o伍cials.Even the large polity of Sipsong Paiina, which had remained re-

lativelyfree from serious interference in itsinternal affairsby the Chinese state so

far, did not get off unscathed. In 1729 E'ertai, the governor-general of Yunnan

and Guizhou, armeχed the siχpaima on the east bank of the Mekong river, trans-

ferring them to the control of imperial bureaucrats. Sipsong Parma had been ａ

vassal of both the Burmese and the Chinese courts since the 16th century, and

this action by the Qing ended up orientating the politymore strongly than ever be-

fore towards China. Though the Qing found it difficultto administer the anneχed

territory through normal means, and had to leave most of it under the jurisdiction

of Tai rulers, this event deserves attention for itlaunched the polityoff on ａpath

towards fuU absorption into the Chinese state,ａlong journey that did not end until

the 1950s. Why did the Qing annex ａ part of Sipsong Panna territory?In this arti-

cleｌ use memorials written by contemporary Qing administrators, who furnished

detailed reports on local conditions, to put the events of the 1720s in the long

term perspective of violence by ethnic hiU peoples livingin the area to the north of

Sipsong Parma that had continued since the 17th century. l show that inter-ethnic

strifebetween Ml peoples and Han traders in the Tea Hills, an area under the

jurisdictionof the paramount leader of Sipsong Parma, precipitated the rebellion

which ultimately led to the anneχation, and ｌ argue that the Qing intervened in

order to enforce Chinese style law and order on local society rather than for ter-

ritorialaggrandisement as some scholars have claimed. Han traders had introduced

ａ money economy into the hiU areas by their tea buying activities,usury and other

associated malpractices which drove the Woni (Hani) and other ethnic groups to

rebel in 1727. The hillpeoples were vassals of the Tai rulers, and though the in-

crease in trade ｅχchange had brought great hardship to them, their overlords, the

Tai rulers, had proved ineffective as articulators,and had failed to protect them
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